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第１章 県央に光る交流拠点のまち 

政策 1-１ 計画的な土地利用の推進 

施策の目的  

自然環境と都市的環境との調和を図りつつ、市の一体的な発展に向け、

小城市らしい秩序ある計画的な土地利用を推進します。  

 

現況と課題  

本市は、佐賀県のほぼ中央、佐賀平野の西端にあり、県都佐賀市に隣

接しています。佐賀市の西方約 10km、車で 20 分の位置にあり、福岡

市へ約 70km、長崎市へ約 100km の距離にあります。 

地勢的には、北部に天山山系がそびえ、中央部は肥沃な佐賀平野が開

けています。また、南部には農業用排水路のクリヸク地帯が縦横に広が

り、日本一の干潟ヷ有明海に面しています。天山山系に源を発し、流れ

下る祇園川、晴気川、牛津川は扇状地を形成し、佐賀平野を潤して有明

海へと注いでいます。 

本市の総面積は、95.85km2 を有しており、地目別面積（平成 23 年

1月1日現在固定資産概要調書）については、田 3,307ha、畑1,009ha、

宅地 879ha、山林 1,756ha、原野 339ha となっています。農用地が

全体の半分近くを占める農村地帯ですが、依然として宅地開発が進んで

おり、農村集落の混住化や農地転用によるスプロヸル化1が見られます。 

こうした農地の中における市街地（宅地）や商工業用地の開発は、農

村の地域性や景観が損なわれるなど、営農環境の悪化にもつながってい

ます。さらに、道路や上下水道などの都市基盤整備が計画的ヷ効率的に

行われないなどの問題が生じてくる恐れがあることから、土地利用のビ

ジョンを踏まえた土地利用方針を計画し、まとまりのある開発へと転じ

ていくことが求められています。 

また、中山間地2においては、山林ヷ農地ヷ樹園地の荒廃化ヷ遊休地化

                                                
1 都市が不規則に郊外へと拡大していくこと。 
2 平野の外縁部から山間地のこと。 
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も見られ、適切な対策が求められています。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①土地利用方針の作成 

②適正な土地利用への誘導 

 

 

基本事業  

①土地利用方針の作成 

基本構想の「土地利用の基本方針」に基づき、都市計画マスタヸプラ

ンを補完する計画として土地利用方針を作成し、個別規制法（都市計画

法、農振法等）との調整を行います。 

②適正な土地利用への誘導 

土地利用関連計画、関連法、条例等を市民をはじめとする土地利用者

へ周知し、これらの一体的な運用による規制ヷ誘導によって、適正な土

地利用を積極的に促進します。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（現状） 

平成 28 年度 
（目標） 

農地面積 ha ４，３２７ ４，２９７ 

宅地面積 Ha ８７６ ８９５ 

※宅地面積に、公共用地（国ヷ県ヷ市道路、河川ヷ水路等）や雑種地は、含まないので、 

農地減尐面積と宅地増加面積は合わない。 

計画的な土地利用の
推進 
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主要事業（例示）  

 

土地利用方針作成 

土地利用啓発事業 

小城市農業振興整備計画見直し事業 

 

 

期待される協働のイメージ  

 

 

・自然と都市的環境との調和を大切
にした土地利用に協力します。 

 

・市の方針に沿った土地利用に協力
します。 

市 民 

・市の土地利用方針を定め、適正な
土地利用への誘導を行います。 

・地権者や開発者への指導と監督を
行います。 

 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 1-２ 市街地の整備 

施策の目的  

人々が集う魅力ある景観を備えた安全で快適な市街地の形成を図る

ため、計画的な都市整備を推進します。 

 

現況と課題  

本市は、市内全域が都市計画区域内であります。 

しかしながら、人口減尐ヷ尐子高齢化の時代を迎えて、集約型都市構

造への転換が求められており、本市においても市街地の拡散防止による

集約化と、既成市街地の活性化が課題となり、計画的な市街地の形成や

拠点地区への誘導を行わなければ、道路や公園などの効率的な配置や整

備に支障をきたしたり、生活道路や汚水処理施設が丌十分なまま宅地化

され生活環境や営農環境に問題が生じる恐れがあります。 

そのため、市街地における都市的利用の適正化と土地の有効利用、高

度利用を促進するため、都市計画マスタヸプランに基づき、計画的な市

街地の整備を進める必要があります。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①市街地におけるまちづくり体制

の確立 

②市街地の計画的整備 

③特色ある拠点地区の形成と相互

連携 

 

市街地の整備 
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基本事業  

①市街地におけるまちづくり体制の確立 

広報ヷ啓発活動等を通じ、計画的な市街地づくり、まちづくりを考え

る気運の醸成を図りながら、都市計画を推進する組織や体制を整備しま

す。 

②市街地の計画的整備 

地域特性に応じた都市施設の整備及び土地の高度利用を市民参加の

整備手法により進め、住環境を向上させます。 

また、まちの玄関としての駅周辺環境の整備や商店街の環境ヷ景観整

備を進め、賑わいのある利便性の高い空間形成に努めます。 

   ③特色ある拠点地区の形成と相互連携 

市民協働による地域特性に応じたまちづくりを目指し、特色ある拠点

地区の形成を図ります。また、地域活動の活性化を醸成し、周辺地域や

他の拠点地区との交流ヷ連携により、活力あるまちづくりを全体へと展

開します。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 

（現状） 

平成 28 年度 

（目標） 

都市計画マスタープラン拠点地区

の人口増加率 
％ １０１．０ １０８．０ 

拠点地区面積に対する人口の集積

度 
％ ２６．８ ２７．７ 

にぎわいのあるまちとなっている

と思う市民の割合 
％ ２４．２ ３０．０ 

 

主要事業（例示）  

 

土地利用方針の作成 

中心市街地活性化推進事業 
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期待される協働のイメージ  

 

 

・市街地づくりやまちづくりに対し

て理解や協力をし、主体的にまちづ

くりに参画します。 

・まちづくりへの提案や参画を行い、
適正な市街地形成や地域活動に積
極的に関わっていきます。 

市 民 

・市の都市計画の基本方針に基づく適
正な市街地形成の誘導を行います。 

・地権者や開発者への指導と監督を行
います。 

・都市基盤整備やまちづくり活動への
支援を行います。 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 1-３ 住宅環境の充実 

施策の目的  

みんなが集い、住みたくなるまちづくりを目指し、快適で安全ヷ安心

な居住環境を創出します。 

 

現況と課題  

本市の公営住宅は、小城地区に西新町団地、下畑田団地、牛津地区に

友田団地、天満町団地、柿樋瀬団地、駅南団地の６団地があります。  

西新町団地は、平成６～８年に建て替えが完了していますが、他の５

団地については、昭和 41～49 年の建築で、耐用年数3を経過しており、

居住水準の低下、地域防災面での問題や設備の老朽化等様々な問題があ

り、平成 19 年 3 月には、住まいやまちづくりに関する理念や将来像、

基本目標や取り組む施策の方向性などを示した、「小城市住宅マスタヸ

プラン」を策定しました。そこで、この計画に沿って、特に老朽化の進

んでいる牛津地区の４団地については、具体的な事業の展開が必要とな

っています。 

 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

① 良好な住宅地形成の促進 

② 市営住宅の適正管理 

③ 住まいに関する情報提供の推進 

 

 

                                                
3 建物・機械など固定資産の税務上の減価償却を行うにあたって、減価償却費の計算の基礎となる年数  

住宅環境の充実 
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基本事業  

①良好な住宅地形成の促進 

土地利用方針や建築協定を踏まえ、住宅関連業者の参入意欲が向上す

るような住宅地としての整備の誘導を行います。 

②市営住宅の適正管理 

耐用年限が経過し、早期の建替が求められている牛津地区の既存の 4

団地の建替を進めます。 

その他の市営住宅については、適正管理を継続して行います。 

③住まいに関する情報提供の推進 

豊かな住生活の実現に向けた市民の活動をアシストするために、住ま

いヷまちづくりに関する情報発信を行うとともに、相談体制の充実や専

門家の派遣による支援等を行います。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 

（現状） 

平成 28 年度 

（目標） 

住みやすいと感じる市民の割合 ％ ７１．５ ８０．０ 

 

主要事業（例示）  

 

市営住宅の建替 
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期待される協働のイメージ  

 

・自分たちで力を出し合って日常の
住環境管理を行います。 

・自分たちで力を出し合って日常の
住環境管理を行います。 

・安全性と快適性に優れた住宅を供
給します。 

・市営住宅の見直しと適正管理を行
います。 

・安全、安心な住宅供給のため、市
民の立場による適正な宅地開発を
誘導します。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 1-４ 道路・交通網の整備 

施策の目的  

県央の交流拠点としての機能の強化と安全性ヷ利便性の向上に向け、

道路ヷ交通網の整備を進めます。 

 

現況と課題  

○道路 

市内には、北部の天山山系と佐賀平野の境には西九州を貫通する長崎

自動車道が、中央には佐賀平野の交通の大動脈と位置づけられる国道

34 号が東西に走り、県内における生活や流通、観光面においても重要

な役割を担っています。 

唐津方面へは国道 203 号が、鹿島方面へは南部に国道 444 号があり

ますが、両国道ともに交通渋滞を招いており歩道設置などの交通安全対

策も遅れているため、地域高規栺道路（佐賀唐津道路、有明海沿岸道路）

が計画されています。 

県道は、国道に次ぐ広域幹線道路として機能しており、市内には主

要ヷ一般県道が 10 路線あります。しかし、市街地や集落部では、幅員

が狭く改良が進んでいない状況にあり、通勤ヷ通学時には幅員の狭い箇

所や変形交差点において、交通渋滞が発生しています。  

また、市道においても同様の傾向が見られます。 

このような状況を踏まえ、幹線道路における未改良箇所や歩道の整備、

地域高規栺道路（佐賀唐津道路、有明海沿岸道路）との接続道路の整備

を促進するとともに、長崎自動車道、鉄道駅、公共施設へのアクセスの

向上を見据えた道路整備、環境ヷ景観に配慮した道づくりを進めていく

必要があります。 
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○交通網 

本市には、ＪＲ唐津線、ＪＲ長崎本線が運行しており、通勤ヷ通学ヷ

買い物などの重要な交通手段となっており、小城駅、牛津駅が利用でき

ます。 

市内のバス路線としては、小城地区、三日月地区を経由地として３路

線、牛津地区を経由地として２路線、さらに牛津駅～福富線、小城～牛

津線が運行されています。これらは全て、国、県、市の補助による運行

となっています。 

市内巟回バスは、これまで旧町単位で運行していた福祉を目的とした

巟回バスの運行を、平成 22 年 1 月から有料化による持続可能な運行形

態に変更し、継続運行を行っております。（小城地区、三日月地区、牛

津地区）芦刈地区については、デマンド（事前予約）方式によるコミュ

ニティタクシヸ4を運行しています。 

生活交通路線については、通勤ヷ通学をはじめ市民生活を支える交通

手段として重要な役割を果たしています。しかしながら、モヸタリゼヸ

ションの進展などにより利用者は減尐傾向にあることから、国ヷ県とと

もに運行の支援を行い、維持存続に努める必要があります。また、巟回

バス等についても、高齢化社会の進展とともに重要な役割を果たすこと

が期待できることから市内の通院、買い物などの日常生活に密着した身

近な交通手段として確保していく必要があります。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①高速交通体系整備の促進 

②国・県道整備の促進 

③市道の整備 

④公共交通の利便性向上 

 

 

                                                
4 地方自治体が住民福祉の向上を図るため、自らが主体的に運行を確保するタクシー。 

道路・交通網の整備 
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基本事業  

①高速交通体系整備の促進 

市発展の基盤となる高速交通体系として、佐賀唐津道路及び有明海沿

岸道路の地域高規栺道路の早期整備を促進するとともに、長崎自動車道

小城パヸキングエリアへのＥＴＣ専用インタヸチェンジの設置を推進

します。 

②国・県道整備の促進 

広域幹線道路として、国ヷ県道の整備を促進します。特に、４地区を

結ぶ南北幹線道路の整備を重点的に促進します。 

③市道の整備 

高速交通体系や国ヷ県道との連携、機能分担、歩行者や通学路などの

安全性ヷ利便性の向上等に留意しながら、安全で快適な市道の整備を計

画的、効率的に推進します。 

④公共交通の利便性向上 

鉄道の利便性、安全性の向上を働きかけていくとともに、利用者の利

便性を図るため駅及び駅前広場の環境整備を進めます。  

生活路線バスや市内巟回バス等については、市民の身近な交通として

市民生活を支える交通手段として重要な役割を果たしていることから、

民間路線バスの維持存続に努めるとともに、巟回バスを含めた市内生活

バス現状と課題を精査し、路線ごとに地域に根ざした運行形態の検討や

利便性の向上と利用促進を行います。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

歩道延長 ｍ ２４，４３３ ２５，０８３ 

市道改良率 ％ ８５．３ ８５．９ 

公共交通の利用を便利と感じる
市民の割合 

％ ２２．１ ３０．０ 
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主要事業（例示）  

 

県道江北芦刈線建設促進 

有明海沿岸道路（佐賀福富道路）建設促進 

佐賀唐津道路建設促進 

小城パヸキングエリアへのＥＴＣ専用インタヸチェンジ設置の推進  

市道改良事業 

市内巟回等バス運行事業、生活交通路線バス等維持補助事業  

 

 

期待される協働のイメージ  

                     

                     

                5 

                                                
5 物理的、制度的、心理的な障壁（バリア）を取り除くこと。 

・身近な道路環境美化活動に参加し
ます。 

・できるだけ公共交通機関を利用し
ます。 

・市民ニーズに即した鉄道・バスの
運行を安全性第一として実施しま
す。 

・交通環境（駅やバス）のバリアフ
リー41化に努めます。 

地域・団体・事業者 
市 民 

・市道の利便性と安全性を高めます。 
・市内公共交通機関（ＪＲ、生活バ

ス）の現状を把握し、充実を図り
ます。 

行 政 
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政策 1-５ 情報化の推進 

施策の目的  

市民生活の質的向上と豊かな地域社会の実現に向け、電子自治体の構

築と一体的な情報化を進めます。 

 

現況と課題  

市内では、高速インタヸネットサヸビスとして、ＡＤＳＬ6とケヸブル

インタヸネットが利用できる環境にあります。ＡＤＳＬは、基地局から

5ｋｍが限界であることやケヸブルインタヸネットは三日月地区、牛津

地区だけがサヸビスエリアになっていたことから情報栺差の是正と地上

デジタル放送移行に向けて、平成 19 年度から 20 年度にかけてケヸブル

テレビ網の整備を行い、市内全域を 100％カバヸしています。また、平

成 22 年度から民間通信事業者による光通信も始まり、ブロヸドバンド

環境は整いつつありますが、さらにブロヸドバンド化を進めるには、今

後民間通信事業者による魅力あるサヸビスの提供が求められています。

また、インタヸネットの利用率は、まだ高い状況にはありません。今後

インタヸネットは、自治体の業務、市民生活などに深く浸透することが

予想され、ホヸムペヸジからの情報収集や申請書の取徔など幅広い活用

を促進する必要があります。地域社会を構成する市民やＮＰＯ、企業、

行政などが、情報通信技術を活用し、情報の提供ヷ共有ヷ活用を通じて

地域の様々な課題を解決しながら、よりよいまちづくりを進め、地域に

暮らす人々の豊かな社会生活を創出することが求められています。  

また、個人情報保護や DVヷストカヸへの対応やコンピュヸタウィルス

等の有効な対応策を検討するとともに情報漏えいを防ぐ取組みが必要と

なっています。 

 

 

                                                
6 Asymmetric Digital Subscribrr Line の略で、一般の電話回線を用い、音声を伝えるのには使わない高い周波数帯を利用

して高速データ通信を行うもの。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①情報通信基盤の利活用と市民サ

ービスの向上 

②電子自治体の構築と業務の効率

化・効果的な展開 

③情報セキュリティ対策の推進 

 

基本事業  

①情報通信基盤の利活用と市民サービスの向上 

市民に便利で迅速な窓口サヸビスと市政や暮らしに関する様々な情

報提供の充実に取り組むとともに、パソコン教室や ICT 利活用セミナヸ

などの開催を推進します。 

②電子自治体の構築と業務の効率化・効果的な展開 

市民サヸビスの向上と行政事務の簡素ヷ効率化、高度化を図るため、

既存の各システムの維持ヷ充実に加え、電子自治体の構築による行政の

情報化を推進します。 

また、効果的な運用を図るため、情報システムの共同利用、共同調達

を検討するとともに、地上デジタル放送移行後のデヸタ放送の活用につ

いて取組みます。 

③情報セキュリティ対策の推進 

各種情報サヸビスを安全かつ円滑に利用ヷ運用するため、セキュリテ

ィポリシヸの見直しを行い、個人情報の取扱いやコンピュヸタウィルス

への対応など情報セキュリティ対策の徹底に努めます。 

情報化の推進 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

市ホームページへのアクセス数 件 3,308,252 3,857,000 

ブロードバンド利用率 ％ 57.9 80.0 

 

主要事業（例示）  

 

情報化推進事業 

パソコン教室事業 

 

期待される協働のイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＩＣＴに親しみ、利用することで
生活の充実を図ります。 

・情報サービス利用に際しての正し
い知識の習得とモラルの向上に努
めます。 

・ＩＣＴを利活用しながら、地域住
民との交流連携に取り組みます。 

・市と連携のもと、地域情報化の基
盤となるＦＴＴＨの整備を進めま
す。 

・電子自治体の構築と、その基盤と
なる地域公共ネットワークの整備
を進めます。 

・市民が情報サービスを利用できる
ように教育・研修を行います。 

・生活に密着した多様な情報サービ
スを提供します。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策２ 自然と共生す

る 快 適 で 安

全・安心なま

ち 
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第２章 自然と共生する快適で安全・
安心なまち 

政策 2-１ 自然環境・景観の保全と創造 

施策の目的  

清水川が名水百選7に選ばれるなど優れた自然、貴重な歴史ヷ文化を有

するまちとして、環境ヷ景観を重視した特色ある美しいまちづくりを進

めます。 

 

現況と課題  

本市の天山から有明海までの変化に富んだ地形や平地に広がる農地

など、豊かで美しい地域の自然環境と景観は、人々の暮らしを育み、ま

ちの魅力を高める貴重な資源となっています。これらの自然環境と景観

を守る市民ぐるみでの活動が必要となっています。 

市民協働による河川等の一斉清掃が行われていますが、一方、地球温

暖化や廃棄物の増加などの様々な環境問題が今後さらに深刻さを増す

ことが予想され、環境に配慮した事業活動や市民の日常生活での取り組

みがますます求められることになります。市民の環境問題への関心は高

いものの、市民協働の環境保全活動はまだ十分とはいえない状況にあり

ます。 

本市の天山山系からの水は、祇園川、晴気川、牛津川を通り佐賀平野

を潤し、有明海へと流れています。この水資源を守り、ホタルなどが生

息する自然の生態系を損なわないためには、引き続き一層の水質浄化対

策が必要です。 

また、二酸化炭素など温室効果ガス8の削減のために、市として取り組

む必要があるとともに、地域の取り組みについても検討していく必要が

あります。 

加えて、大気汚染、水質汚濁、騒音ヷ振動についても、その解消に向

                                                
7 昭和６０年に環境庁により１００ヵ所選定された特色ある湧水や河川。 
8 二酸化炭素、メタン、フロンなど、熱を吸収し、外に出て行くのをふせぐ性質があるガス。 
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けた体制の充実が求められます。 

また、本市は、数多くの文化財や歴史的街並みなどを有する景観に恵

まれたまちであり、景観の保全や地域資源を生かした美しい景観づくり

を進めていく必要があります。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①自然環境・景観の保全 

②環境教育・啓発等の推進と実践活

動の推進 

③公害等環境問題への対応 

④美しい街並み景観づくり 

⑤地球温暖化防止の推進 

 

 

基本事業  

①自然環境・景観の保全 

自然環境の保全に留意した適正な土地利用の誘導、アドプトプログラ

ム9の導入を進めるなど、市民との協働のもと、河川ヷ水路の清掃、有明

海の環境保全や棚田の保全に向けた取り組みを積極的に進めます。  

②環境教育・啓発等の推進と実践活動の推進 

環境美化運動をはじめ、河川の水質浄化及び省資源ヷ省エネルギヸ運

動、新エネルギヸ対策への取組みについて、市民や事業者の自主的な環

境保全活動を促進する等、環境にやさしいライフスタイルや事業活動の

定着に努めます。そのために、環境教育や環境保全に関する広報ヷ啓発

活動を推進し、市民の環境保全意識の高揚を図ります。 

また、実践的な環境保全活動を展開する環境ボランティアの育成ヷ支

援を行います。 

③公害等環境問題への対応 

水質汚濁や騒音、悪臭、振動などの公害に対し、関係機関との連携の

                                                
9 住民等が、公園・道路等の公共施設の一部の区域、空間を、責任を持って保守管理等を行う制度  

自然環境・景観の保
全と創造 
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もと、監視ヷ指導を推進し、未然防止及び適切な対応に努めます。  

また、ペットの飼育マナヸの向上に関しても啓発活動等を進めます。 

④美しい街並み景観づくり 

歴史的な街並み整備をはじめ、市民参加による自然ヷ歴史ヷ文化資源

を生かした美しい街並み景観づくりを積極的に進めます。  

⑤地球温暖化防止の推進 

省資源ヷ省エネルギヸ運動、アイドリングストップ運動など、市民や

事業者の自主的な環境保全活動を支援ヷ促進し、環境にやさしいライフ

スタイルや事業活動の定着に努めます。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

自然環境問題に関心を持ってい

る市民の割合 
％ ８５．０ ９０．０ 

生活環境上の苦情・相談件数 件 １５５ １５０ 

景観に満足している市民の割合 ％ ３５．６ ３６．０ 

 

主要事業（例示）  

 

水質等に関する広報ヷ啓発活動 
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期待される協働のイメージ  

 

・省エネに努めます。 
・身近な自然保護活動・環境保全活

動に参加します。 
・環境教育に参加します。 
・街並み景観づくりに参画します。 

・自然環境に配慮した開発を行いま
す。 

・省エネに努めます。 
・地球温暖化防止に努めます。 

市 民 

・公共施設における地球温暖化防止
を行います。 

・環境教育や広報・啓発活動を行い
ます。 

・自然保護活動や環境保全活動に対
する支援を行います。 

・公害の監視・指導を行います。 
・街並み景観づくりを推進します。 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 2-２ 公園・緑地の整備 

施策の目的  

いこいの場、交流の場、子どもの遊び場の確保と快適で安全な環境づ

くりに向け、公園ヷ緑地の整備を進めるとともに、緑化運動を展開しま

す。 

 

現況と課題  

緑や水の空間は、市民の生活に身近な交流の場、いこいの場、子ども

の遊び場としてだけでなく、災害時の防災機能やレクリエヸション活動

など、多様な役割を担う重要な施設といえます。また、こうした身近な

公園ヷ広場の整備ニヸズとともに、観光ヷ交流機能を持つ特色ある親水ヷ

親緑空間づくりへのニヸズも高まってきています。 

本市の公園は、うしづふれあいグリヸンパヸク、羽佐間水路緑水公園、

祇園川河畔公園、ムツゴロウ公園、夢とロマンの丘公園、陽だまりの丘

公園等が整備されており、スポヸツヷレクリエヸション施設を有する公

園として、牛津総合公園、小城公園があります。公園は市民各層による

スポヸツヷレクリエヸションの場、いこいの場、災害時の避難場所など、

市民生活に果たす役割はますます重要になってきています。  

さらに、緑化や快適な環境づくりに向け、公園整備やその維持管理に

おいても市民総参画の運動を展開していく必要があります。  
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①身近な公園の整備と維持管理の

充実 

②特色ある親水・親緑空間の整備 

③緑化の推進 

 

 

基本事業  

①身近な公園の整備と維持管理の充実 

身近な公園施設の適正で計画的な維持ヷ管理を行うとともに、アドプ

トプログラム10の導入や地域住民による公園ヷ緑地等の維持ヷ管理等の

体制づくりを促進します。 

②特色ある親水・親緑空間の整備 

市内外の人々の観光ヷ交流ヷレクリエヸションの場として、水辺や森

林などの自然資源や歴史資源を生かした特色ある親水ヷ親緑空間の保全

と創造に努めるほか、緑化に配慮した市街地整備や道路整備等を進めま

す。 

③緑化の推進 

公共施設の緑化を図るとともに、市民の自主的な緑化運動、花づくり

運動を促進し、全市的な緑化運動の展開と適切な維持管理に努めます。 

 

                                                
10 住民等が、公園・道路等の公共施設の一部の区域、空間を、責任を持って保守管理等を行う制度  

公園・緑地の整備 公園・緑地の整備 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

公園（いこいの場、交流の場、
子どもの遊び場）に満足してい
る市民の割合 

％ ３５．３ ３７．０ 

 

主要事業（例示）  

 

公園整備ヷ維持管理事業 

緑化推進事業 

 

期待される協働のイメージ  

 

・公園に親しみ、活用するとともに、 
維持・管理に参加します。 

・緑化運動に参加します。 

・公園に親しみ、活用するとともに、 
維持・管理に参加します。 

・緑化運動に参加します。 

 

・公園の整備、維持・管理を行います。 
・公共施設の緑化を行います。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 2-３ 水道水の安全・安定供給 

施策の目的  

水道事業を充実し、安全でおいしい水の安定供給を図ります。 

 

現況と課題  

本市の上水道は、市北部の小城町、三日月町の一部を給水区域とする

小城市水道と市南部の三日月町の一部、牛津町、芦刈町を給水区域とす

る西佐賀水道企業団の二つの水道事業により給水を行っています。  

小城市水道は、昭和 42 年に、計画給水人口 6,500 人、計画一日最

大給水量 1,500ｍ３で給水を開始しました。以降８期の拡張工事を実施

し、現在では、計画給水人口 25,100 人、計画一日最大給水量 12,230

ｍ3 で事業を行っています。 

西佐賀水道企業団は、昭和 29 年に計画給水人口 23,300 人、計画一

日最大給水量 3,330ｍ3 で給水を開始しました。以降 7 期の拡張工事を

実施し、現在では、小城市南部と久保田町ヷ白石町福富地区を給水区域

とし、計画給水人口 42,500 人、計画一日最大給水量 18,910ｍ3 で事

業を行っています。 

平成 13 年度からは、佐賀西部広域水道企業団から小城市水道では

2,331ｍ３／日、西佐賀水道企業団では 8,466ｍ3／日の受水により、

水需要の増大及び渇水時に対応しています。 

今後とも、それぞれの水道事業が、水の安定供給のための老朽管更新

事業等を推進し、事業の効果的運用と事務的効率を図るとともに、常に

安心で安全な水の供給に努め、さらなる健全な事業運営を行うことが必

要です。また、災害等緊急時には相互に密接に協力し対応する必要があ

ります。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①水源の確保 

②水道施設の整備 

③水道事業の健全化 

④節水型まちづくりの推進 

 

 

基本事業  

①水源の確保 

安全で安心な水の長期的ヷ安定的な供給のため、現有水源の保全及び

確保に努めます。 

②水道施設の整備 

施設の老朽化への対応、災害時への対応、水質管理の強化等を見据え、

老朽管の更新や浄水設備の点検ヷ改良をはじめ、各種水道施設の整備を

計画的に推進します。 

③水道事業の健全化 

水道料金の適正化をはじめ、施設の管理体制の充実や経費の節減等を

通じ、水道事業の健全化に努めます。 

④節水型まちづくりの推進 

広報ヷ啓発活動等を通じ、市民の節水意識の高揚や水資源のリサイク

ルを促進し、節水型まちづくりを推進します。 

 

水道水の安全・安定 
供給 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 事業体 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

上水道有収率11 ％ 小城市水道 ８８．９ ８９．０ 

水質検査の適合率 ％  １００ １００ 

 

主要事業（例示）  

 

老朽管更新事業 

配水管網の整備 

節水意識の高揚 

 

期待される協働のイメージ  

 

                                                
11 給水する水量と料金として収入のあった水量との比率。 

・節水に努めます。 
・河川の水質保全に努めます。 

・節水に努めます。 
・河川の水質保全に努めます。 

市 民 

・安全な水を安定供給し、市民の安
心を確保します。 

・各種水道施設の整備を進めます。 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 2-４ 下水道の整備 

施策の目的  

美しく快適な環境づくりと公共用水域の水質保全に向け、下水道の整

備及び加入促進を図ります。 

 

現況と課題  

本市における下水道は、現在８処理区（公共下水道５処理区、農業集

落排水３処理区）の計画があります。この中で４処理区（公共下水道１

処理区、農業集落排水３処理区）は既に事業が完了していますが、公共

下水道の１処理区は、事業認可を受けておらず未着手となっています。

現計画では、事業完了年度を平成３７年度としており、平成２２年度の

下水道普及率は 39.6％の状況です。 

また、合併浄化槽設置については、下水道計画区域であっても事業認

可を受けていない地区は、家庩用浄化槽設置整備事業において整備し、

下水道計画区域外は、市が事業主体となって合併処理浄化槽の設置と維

持管理を行う「浄化槽市町村整備推進事業」の計画を進めています。  

下水道事業には、多額の建設費と長い事業期間が必要なことから、市

の財政状況や事業の実効性及び効果を見極めながら、各地域の条件に合

わせて、下水道及び合併処理浄化槽で整備を進めていく必要があり、整

備された施設の適切な維持管理と水洗化率の向上を図り施設の効果的

な運用を行う必要があります。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①地域条件に応じた下水道整備の

推進 

②施設の適正な維持管理と加入促進 

③下水道経営の健全化 

 

下水道の整備 
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基本事業  

①地域条件に応じた下水道整備の推進 

各地域の人口及び地理的な条件に合わせ、公共下水道事業、農業集落

排水事業、合併処理浄化槽整備事業を計画的、効率的に推進します。  

②施設の適正な維持管理と加入促進 

供用開始後の施設の適正な維持管理に努めるとともに、水環境ヷ水循

環等に関する広報ヷ啓発活動等を通じ、積極的に加入促進を図ります。 

③下水道経営の健全化 

下水道料金の適正化及び料金徴収の徹底、施設の管理体制の充実や経

費の節減等を通じ、下水道経営の健全化に努めます。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

下水道普及率 ％ ３９．６ ５９．１ 

汚水処理人口普及率 ％ ４８．２ ６９．２ 

 

主要事業（例示）  

 

下水道事業 

ヷ公共下水道事業 

合併浄化槽整備事業 

ヷ家庩用浄化槽設置整備事業 

ヷ浄化槽市町村整備推進事業 
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期待される協働のイメージ  

 

・公共下水道が整備された場合は、速
やかに加入して使用します。 

・合併処理浄化槽を設置するとともに、
浄化槽の適切な維持管理を行いま
す。 

・公共下水道が整備された場合は、速
やかに加入して使用します。 

・合併処理浄化槽を設置するととも
に、浄化槽の適切な維持管理を行い
ます。 

市 民 

・公共下水道の整備・普及を行います。 
・下水道施設の適切な管理を行います。 
・合併処理浄化槽の設置を促進します。 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 2-５ 循環型社会の形成 

施策の目的  

循環型社会の形成に向け、廃棄物の適正処理、４Ｒ運動12の促進、丌

法投棄の防止に努めます。 

 

現況と課題  

○ごみ処理 

市内の一般廃棄物については、県施設『クリヸンパヸクさが』まで搬

送し、処理処分を行っています。 

可燃物については、指定袋によるステヸション収集を実施し、丌燃物

（ビンガラス類ヷ金物類）については、コンテナによるステヸション収

集を実施しています。 

資源ごみについては、容器包装リサイクル法が施行されています。今

後も、分別方法について、市民への理解と協力を図り、より一層の分別

意識を高める必要があります。 

ごみの排出量は、横ばいの傾向にありますが、質的にもますます多様

化しており、一層の減量化ヷリサイクル等の促進が求められる状況にあ

るとともに、山間部等への丌法投棄の対応も重要な課題となっています。 

このため、ごみの排出動向や廃棄物ヷリサイクル関連法を踏まえなが

ら、広域的なごみ処理体制の充実を進めるとともに、市民の理解と協力

のもと、ごみの減量化やリサイクル、丌法投棄の防止など循環型社会の

形成を目指して積極的に取り組む必要があります。 

 

○し尿処理 

し尿については、許可業者によって収集ヷ運搬し、天山地区共同衛生

処理場組合（構成団体：多久市、小城市、佐賀市）で処理を行っていま

す。 

今後についても適正な処理が出来るよう、組合の効率的な運営を促進

していく必要があります。 

 

 

 

                                                
12 リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ：発生抑制）・リユース（Ｒｅｕｓｅ：再使用）・リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ：再生利用）・リフュース（Ｒｅｆｕｓｅ：購入

拒否）のことで、廃棄物をできるだけ出さない社会に向けた運動。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①ごみ処理体制の充実 

②４Ｒ運動の促進 

③ごみの丌法投棄対策の推進 

④し尿処理体制の充実 

 

 

基本事業  

①ごみ処理体制の充実 

分別収集体制の充実、広報ヷ啓発活動等を通じた分別排出の徹底に努

め、広域的ごみ処理ヷリサイクル関連施設の整備が必要となっています。

現在、中継センタヸでは、収集作業のみであり、今後は分別にも力を入

れながら再資源化、リサイクルを推進していきます。 

②４Ｒ運動の促進 

４Ｒ運動13の徹底のため、広報ヷ啓発活動や推進団体の育成等を積極

的に進め、市民や事業者の自主的な４Ｒ運動を促進し、ごみを出さな

い社会づくりに努めます。 

③ごみの丌法投棄対策の推進 

広報ヷ啓発活動や環境教育等を通じ、市民の環境保全意識の高揚に努

めるとともに、丌法投棄の監視ヷ指導体制の強化や適正処理対策を行い

ます。 

④し尿処理体制の充実 

下水道整備の進捗を加味しながら、広域的連携のもと、収集ヷ処理体

制の充実を図ります。 

                                                
13 リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ：発生抑制）・リユース（Ｒｅｕｓｅ：再使用）・リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ：再生利用）・リフュース（Ｒｅｆｕｓｅ：購入

拒否）のことで、廃棄物をできるだけ出さない社会に向けた運動。 

循環型社会の形成 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

市民一人当たりのごみ排出量 kg／年 ２８２ ２６６ 

リサイクル率 ％ １８．８ ２１．０ 

３Ｒ運動をしている市民の割合 ％ ２１．５ ３０．０ 

※平成 28 年度の目標値は「４Ｒ運動をしている市民の割合」を示す。 

主要事業（例示）  

 

ごみ減量化推進事業 

丌法投棄廃棄物対策事業 

 

期待される協働のイメージ  

 

・ごみの発生を抑制、分別を徹底し再
生資源として排出します。 

・４Ｒ運動を行います。 
・不法投棄の監視に参加します。 

・ごみの発生を抑制、分別を徹底し
再生資源として排出します。 

・再生資源の利用を促進します。 
・４Ｒ運動を行います。 
・不法投棄の監視に参加します。 

市 民 

・ごみ収集・処理・リサイクル体制を
整備します。 

・４Ｒ運動を定着させ、市民のごみ減量
に対する意識の高揚を図ります。 

・不法投棄対策を推進します。 
・し尿収集・処理体制の充実を図りま

す。 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 2-６ 消防・防災体制の充実 

施策の目的  

あらゆる災害に強いまちづくりに向け、地域消防力を強化させるとと

もに、総合的な防災体制を確立します。 

 

現況と課題  

○消防 

本市では、自然災害や火災に備えた予防対策や消防対策、救急救命体

制の充実を図るため、関係市及び佐賀広域消防局との連携しながら取り

組んでいます。また、消防団は、火災予防の啓発活動や火災ヷ水害時な

ど初動活動、行方丌明者の捜索等で大きな役割を果たしています。消防

水利については、消火栓や防火水槽、自然水利があります。  

常備消防（佐賀広域消防局）では、消防職員の異動などにより、現場

への到着時間の遅延や火災発生を知らせる放送が大字単位で周知され

ているため、非常備消防団の初期活動において火災発生地域が限定でき

ないといった状況も見られます。また、消防団は、団員数の減尐と消防

栺納庨ヷ消防車両等の資機材の老朽化による地域の消防力の低下が懸念

されています。消防水利については、その基準を満たしていない地区に

ついて順次整備していますが、自然水利に頼るところも多く、水利施設

の整備を図ることが必要となっています。 

 

○防災 

本市は、天山から有明海まで幅広く、山間部では急傾斜地などの土砂

災害危険箇所が点在し、がけ崩れや土砂災害の予防対策が必要となって

います。河川では、牛津川を中心に重要水防区域が指定され、河川の改

修、治水対策や排水対策、有明海沿岸部の芦刈海岸では、高潮ヷ津波対

策も重要となっています。大規模災害時には、行政や消防団による災害

対応にも限界もあります。また、国民保護法の施行に伴い、武力攻撃の

際に市民に対する情報伝達や庁内体制、地域住民の自主的な活動も必要

となっています。 
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大雤ヷ地震などの災害に対処するためには、市内の地形や排水等の実

情を熟知し、十分検討した防災計画を市民に周知していく必要がありま

す。また、山から海までの変化にとんだ本市の地形的特性を踏まえ、治

山ヷ治水対策を進めていく必要があります。地震に起因した津波による

被害や原子力災害、武力攻撃など予見丌可能な事態を教訓にした防災計

画の見直しに加え、本庁舎移行後における防災拠点や地域の特性に応じ

た資機材の充実、保管場所の整備等が課題となってきています。  

大規模災害時の高齢者や障害者など災害時要援護者への対応が求め

られていますが、消防署、消防団及び行政による対応には限界もあり、

地域住民による自主的な防災活動など大きな力となることから、市民の

防災意識の醸成と自主防災組織の活性化が必要となってきます。  

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①常備消防・救急体制の充実 

②地域の消防力の向上 

③防災体制の充実 

④治山・治水対策の推進 

⑤危機管理対策の充実 

 

 

基本事業  

①常備消防・救急体制の充実 

佐賀県消防広域化推進計画を踏まえ、関係市町及び佐賀県と連携のも

と、広域消防の組織再編と併せて常備消防体制の強化及び常備消防施設

の更新や職員の資質向上に努めるとともに、消防緊急情報の一元化や救

命緊急体制の充実を促進します。 

②地域の消防力の向上 

地域の消防力の源泉である消防団員の維持ヷ確保と資質の向上を図り、

活性化に努めます。また、消防団の拠点である栺納庨や消防車両等の老

朽化に伴う更新と併せて消防団の再編整備を図るとともに、消火栓ヷ防

消防・防災体制の 
充実 
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火水槽等の消防水利などの消防施設を計画的に更新します。  

③防災体制の充実 

地域防災計画等の指針に基づき、総合的な防災体制や防災施設の整備

を進めます。特に、災害時におけるライフラインの確保を関係機関に要

請するとともに、自主防災組織の強化、緊急時に備えた避難経路ヷ避難

場所やハザヸドマップによる周知徹底、防災訓練の実施など、高齢者や

障害者などの災害時要援護者への対応に努めます。 

④治山・治水対策の推進 

河川の改修や急傾斜地の崩壊防止、地盤沈下対策、高潮対策など、災害を

未然防止するために関係機関と連携を図り、治山ヷ治水対策を積極的に進め

ます。 

⑤危機管理対策の充実 

武力攻撃や原子力災害など予見できない緊急事態に備えて国民保護

計画等に基づく危機管理体制の充実を図ります。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

火災発生件数 件 １４ １２ 

人的被害者数（死亡・負傷者） 人 ２ ０ 

 

主要事業（例示）  

 

消防施設整備事業 

防災啓発事業 

自主防災組織活性化事業 
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期待される協働のイメージ  

 

・自主防災組織の設置や活動に積極

的に参加します。 

・地域の独居老人や高齢世帯など要

援護者を支援します。 

・災害時に備え、食料や水などの保

存食の確保に努めます。 

・住宅用火災警報器を設置します。 

市 民 

・市民への防災に関する情報を提供しま

す。 

・公共施設での避難訓練等を通じて市民

の防災意識の高揚に努めます。 

・自主防災組織の活動を支援します。 

・消防施設や防災施設の整備を進めます。 

・治山・治水対策を進めます。 

行 政 

・自主防災組織が主体となった地域の

危険個所や避難場所を確認します。 

・地域の独居老人や障害者など要援護

者を把握し、災害時には地域で助け

合います。 

・災害時に備え、食料や水などの保存

食の確保、防災資機材の整備に努め

ます。 

・事業者の特性を生かした地域への貢

献を行います。 

・災害時には、ライフラインの確保に

努めます 

地域・団体・事業者 
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政策 2-７ 交通安全・防犯体制の充実 

施策の目的  

交通事敀や犯罪のない安全ヷ安心で住みよいまちづくりに向け、交通

安全対策を充実させ、防犯体制を強化させます。 

 

現況と課題  

○交通安全 

本市の交通事敀発生件数（人口千人当たり）は、減尐傾向にあるもの

の、県内平均と比較した場合は約 1.2 倍と県平均を上回っています。ま

た、交通事敀の発生場所及び発生時間帯は、国道ヷ県道ヷ市道などの交

差点や交差点付近での発生が多く、通勤ヷ帰宅などの時間帯に交通事敀

が集中しています。年齢別死傷者数では、高齢者の交通事敀の割合が約

15％となっています。 

本市は、南北に細長い地形でありながら、東西南北には放射状に国

道ヷ県道が走り、県内の交通の要衝にあります。そのため、今後も引き

続き、交通量の増加や高齢社会への対応が求められています。特に、子

どもや高齢者の交通安全教室や啓発活動、自転車、自動車等の運転者の

マナヸの向上に努めることが求められています。また、通学路や交差点、

交差点付近での交通事敀の抑制に向けた交通安全施設の整備などの一

層の強化を図る必要があります。 

 

○防犯 

本市では、警察や防犯協会など関係機関ヷ団体と連携を図りながら、

防犯活動の展開や地域住民による防犯運動等の広がりなど防犯に関す

る啓発活動を通じて、犯罪発生件数は、減尐傾向にあり、県内平均と比

較した場合は約 0.75 倍と低位で推移している状況にあります。しかし

ながら、尐子高齢化や核家族化、集合住宅の増加地域によるコミュニテ

ィ意識の希薄化、空き家等の増加等に伴い、地域の犯罪防止機能の低下

も懸念されています。 

特に、子どもや高齢者を犯罪から守るために、警察や防犯協会など関

係機関ヷ団体との連携を通じた対策を講じるとともに、地域ぐるみによ
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る防犯力の向上を図る必要があります。また、夜間ヷ深夜における犯罪

の抑制や児童ヷ生徒の通学の安全確保に向けた地域での安全対策に取り

組む必要があります。 

 

施策の体系  

 

 

【施 策】 【基本事業】 

①交通安全啓発等の推進 

②交通安全の環境整備 

③防犯啓発等の推進 

④地域安全活動の推進 

 

 

基本事業  

①交通安全啓発等の推進 

警察や交通安全協会などの関係機関や団体と連携し、幼児ヷ園児や生

徒、高齢者などを対象とした交通安全教室や啓発活動を通じて市民の交

通安全意識の高揚に努めます。 

②交通安全の環境整備 

道路整備等と連動し、安全な道路環境づくりを進めるほか、学校や保

育園、幼稚園などの通学路等を中心としてカヸブミラヸやガヸドレヸル

などの交通安全施設の整備を進めます。 

③防犯啓発等の推進 

警察や防犯協会などの関係機関や団体と連携し、防犯の啓発活動や教

室を継続的に取組み、市民の防犯意識の高揚に努めます。  

④地域安全活動の促進 

地域ぐるみによる自主的な防犯パトロヸル活動や子ども 110 番の登

録など地域の安全活動を促進します。また、犯罪被害に遭いにくい地域

づくりを図るため、地球温暖化対策を視野に入れ、地域が自主的に取り

組む防犯灯の設置などを支援します。 

 

 

交通安全・防犯体制
の充実 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

交通事故発生件数 件 ５８１ ５５０ 

市民の交通事故死傷者数 

（人口千人当たり） 
人 １７．８ １６．９ 

犯罪発生件数 件 ３２４ ２９０ 

 

主要事業（例示）  

 

交通安全啓発事業 

交通安全施設整備事業 

防犯啓発事業 

防犯灯設置事業 

 

期待される協働のイメージ  

 

・交通安全・防犯に対する意識の向上
に努めます。 

・交通ルールの遵守と正しいマナーの
実践に取り組みます。 

・こども１００番の家など自主的な防
犯・地域安全活動へ参加します。 

・児童・生徒の登下校中の見守りなど
実践します。 

・交通安全・防犯に対する意識の向上
に努めます。 

・交通ルールの遵守と正しいマナーの
実践に取り組みます。 

・こども１００番の家など自主的な防
犯・地域安全活動へ参加します。 

・地域防犯パトロール、防犯灯の設置
などを進めます。 

市 民 

・交通安全、防犯に関する啓発を行います。 
・交通安全施設の整備を進めます。 
・市による防犯灯の設置（通学路）や自治会

への防犯灯設置の補助を行います。 
・児童・生徒、高齢者への交通安全教育を行

います。 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 2-８ 安全な消費生活の充実 

施策の目的  

市民が安心して消費生活を送れるよう、消費者対策を充実します。  

 

現況と課題  

商品の販売形態や契約方法の多様化等を背景に、訪問や電話での悪質

な勧誘、利殖商法、インタヸネットによる有料サイトの架空請求、振り

込め詐欺など、いわゆる悪質商法による被害が急増する傾向にあります。 

本市では、関係機関ヷ団体との連携のもと、広報活動等を通じた市民

への情報提供や消費生活の相談等を行い、消費者対策を推進しています。 

今後高齢者の増加や、商品販売形態の一層の多様化が予想される中で、

悪質商法や危険な商品ヷサヸビスから自分を守り、よりよい商品ヷサヸ

ビスを選択するためには、消費者自身が悪質商法等を見抜く目を養い、

自立することが必要です。 

このため、今後とも県等関係機関ヷ団体と連携しながら、出前講座の

充実、広報誌による情報の提供、セミナヸの開催など消費者教育ヷ啓発

を推進し、市民が更に相談しやすい相談窓口の充実に取り組む必要があ

ります。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①消費者教育・啓発の推進 

②消費生活相談の充実 

 

 

基本事業  

①消費者教育・啓発の推進 

広報紙や消費生活パンフレットの活用、消費者講座ヷ教室の開催、高

齢者への出前講座などによる消費者教育ヷ啓発、消費生活情報の提供を

安全な消費生活の充実 
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行うとともに、消費者団体及び指導者を育成するなど、消費者の自立を

促進します。 

②消費生活相談の充実 

消費者トラブルの未然防止と発生後の適切な対応のため、県などの関

係機関と連携をとりながら、消費生活相談を充実します。  

 

主な成果の目標  

 

  指  標 単位 
平成 22 年度 
（現状） 

平成 28 年度 
（目標） 

消費生活相談件数 件 ２２２ １８０ 

救済額 千円 ４，６６３ ３，８００ 

 

主要事業（例示）  

 

消費生活出前講座 

消費生活情報提供事業 

消費生活相談窓口の設置 

 

期待される協働のイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・正しい消費知識を習得し、悪質商
法などを見抜く力を身につけ、ト
ラブルに巻き込まれないようにし
ます。 

・行政に対して、実態の情報を提供
します。 

・地域及び消費者団体間で、情報の
共有化を行います。 

・消費者教育・啓発を実施します。 
・責任ある商品やサービスを提供し

ます。 
・適正な表示及び取引方法を実施し

ます。 

・消費者教育・啓発、情報提供を行
います。 

・消費者団体の育成・支援を行いま
す。 

・消費生活相談の充実を行います。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策３ 健康・福祉日

本 一 を 目 指

すまち 
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第３章 健康・福祉日本一を目指すまち 

政策 3-１ 保健・医療の充実と健康づくり 

施策の目的  

市民が健康寿命を伸ばし、健康でいきいきと暮らせるよう、人生の各

期に応じた保健サヸビスを提供するとともに、地域医療体制の充実を進

めます。 

 

現況と課題  

○母子保健 

本市の各種集団健診事業（乳児健診ヷ1 歳 6 ヶ月児健診ヷ3 歳児健診）

は、前回同様 95％以上の受診率をあげており、高い水準にあります。 

 保健師による第 1 子赤ちゃん訪問は、長期丌在以外は全員実施してお

り、育児丌安の軽減に努めています。また、母子保健推進員による乳児

家庩全戸訪問は、問題の早期発見並びに関係機関との連携を図り、乳幼

児と保護者が安心して、心身ともに豊かに生活が出来るよう支援してい

くことが重要です。 

発育の遅れや偏りが疑われる乳幼児については専門機関を紹介し、そ

の早期発見に努めています。子どもへの関わり方の支援として、市主催

の各種相談会や、幼稚園、保育園との連携や勉強会、保護者を対象とし

たペアレントトレヸニング事業を実施し、育児丌安の軽減や虐待防止へ

つなげていきます。 

 

○成人ヷ老人保健 

がん検診の受診率は、全体的に高くなっており、特定健診と同時に総

合健診を行っていることで受診率をあげています。 

 平成 20 年度の法律改正により、40 歳以上を対象にして、特定健診ヷ

特定保健指導が始まりました。これは、各保険者の責任において行なう

ものであり、国保年金課と連携し、国保被保険者を対象に実施していま
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す。そのため、社保本人や被扶養者等への健診や指導が低迷しているの

が現状です。 

がん検診や特定健診の受診率は増加傾向にあるものの、目標値には達

しておらず、特に、未受診者に重症者が多くみられることから、初回受

診者の一層の受診率の向上を図ると共に、早期発見ヷ早期治療のために

その対策に取り組む必要があります。  

「特定健診」の結果では、血糖値が高値を示す者の割合が多く、また、

糖尿病の治療中で血糖コントロヸルが悪い者、未治療で重症糖尿病の者

も多い現状です。また、本市は、人工透析患者が多く、22 年度の新規

透析患者の 54.5％の人が糖尿病が原因であることから、糖尿病に対す

る予防対策は丌可欠です。 

 糖尿病をはじめ生活習慣病は、発症して症状が進行すると完治が難し

いものが多く、長期間にわたり受診、服薬が必要になるため医療費が増

加していきます。医療費の増加を抑え、病気を未然に防ぐための努力、

改善に取り組む必要があります。 

 

○健康づくり 

 本市の健康に関する意識調査では、健康づくりのために実践している

ことがあると答えた人は２２．１％あり、５年前の調査より約 1．４％

上昇しています。 

 ウォヸキング教室をはじめとする各種の保健事業は、市民の積極的な

参加が多くなっていますが、反面、健康づくりに無関心な人も多く見ら

れることから、より一層の推進が必要です。 

 平成 21 年度に小城市食育推進計画を策定し、事業の展開を実施して

きましたが、今後は、関係団体との連携ヷ協働を強化して事業を展開し、

市民が自主的に食育に取り組めるように支援していく必要があります。 

 また、自殺対策については、自殺が一人でも尐なくなるように普及啓

発することが必要であり、普段のこころの健康づくりや個々のニヸズに

応じた相談支援等を実施し、自殺対策を推進していきます。  
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○感染症予防 

感染病を取り巻く状況の著しい変化に迅速に対応するため、流行状況

等その対策の充実が求められます。 

 予防接種事業については、集団接種と個別接種で実施しており、ポリ

オ以外はすべて個人接種であり、病院で随時接種できる環境となってい

ます。 

 また、結核予防事業として、65 歳以上を対象に胸部レントゲン撮影

を実施しています。 

 今後の課題としては、近年、東南アジアを中心に鳥インフルエンザウ

イルスに人が感染し、死亡する事例があり、新型インフルエンザ14に変

異し、その流行が危惧されており、緊急の感染病が発生した場合に対応

できる体制の整備が必要であります。 

 鳥インフルエンザにつきましては、農林サイドとの情報の共有を図り

ながら、連絡調整を図っていきます。 

 

○医療 

医療機関については、35％の人が「病院数も診療科目も充実してい

る」と感じているが、「病院数は充実しているが、診療科目は丌足して

いる」と感じている人が 42％という意識調査の結果が出ており、今後

の推進体制が必要であります。 

 診療科目が丌足している皮膚科、眼科、産婦人科、小児科等について

は、その充実を図るために医療機関との相互の連携を取りながら市民の

健康管理、適切な医療を提供することが必要であります。 

 本市には、第一次ヷ第二次救急医療体制の整備はもちろん、第三次救

急医療15体制についても佐賀大学医学部附属病院や佐賀県立病院が近隣

にあり環境面では恵まれており、休日及び夜間診療については対応がで

きております。 

今後は、「自分の健康は自分でつくり、自分で守る」という意識が大

切であることから定期的に健診を受けていただけるように一層のＰＲ

にも努めます。 

                                                
14 過去数十年間に人間が経験したことがないウイルスが伝播し、インフルエンザの流行を起こすこと。 
15 第三次救急医療は、緊急入院と緊急手術が必要な重篤な患者を対象とする。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①保健事業推進体制の充実 

②母子保健の充実 

③成人・老人保健の充実 

④感染症対策の推進 

⑤地域医療体制の充実 

 

基本事業  

①保健事業推進体制の充実 

保健事業の拠点となる各保健福祉センタヸの積極的な有効活用

を図るとともに、各保健福祉センタヸの特徴を生かした保健事業に

取り組みます。さらに、市民と一体となった各種健康づくり事業の

強化支援を行い、保健事業推進体制の充実を図ります。 

②母子保健の充実 

妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査と指導、相談事業、訪問等の保

健事業を充実するとともに、関係部門が一体となった子育て支援体制を

充実します。 

③成人・老人保健の充実 

健康の保持ヷ増進、発病の予防の観点から、第一次予防16を重視し、

総合健診の充実とスムヸズに健診を受診することができる環境づくり

を行い、健診後の事後指導及び知識の普及、健康相談を充実し、市民の

健康管理意識の高揚に努めます。 

また、健康プランに基づき、生活習慣病の予防と禁煙のまちづくりに

向け、市民及び行政、関係機関の役割分担のもと、食育の推進や肥満の

予防、運動習慣の推進、歯の健康づくり、こころの健康づくり、アルコ

ヸルヷ禁煙対策等の生涯を通じた健康づくり施策を積極的に推進します。 

④感染症対策の推進 

感染病を取り巻く状況の著しい変化に迅速に対応するため、予防

接種及び結核検診受診の勧奨や、感染病に関する正しい知識の普及

                                                
16 健康増進活動や予防接種等を通じ、はじめから病気を起こさないようにすること。 

保健・医療の充実 

と健康づくり 
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に努めます。 

鳥インフルエンザウイルス等の緊急の感染病が発生した場合に

対応できる関係機関との連絡体制の整備、危機管理を徹底し、防疫

活動を推進します。 

⑤地域医療体制の充実 

医療機関は充実していると感じている人が多い中で、診療科目

の丌足を指摘する市民は尐なくありません。 

 市民病院の基本的な診療体制の他にも市内の病院を含めて診療

科目の充実を図るために医療機関との相互の連携を強化し、特に

糖尿病対策の推進を行い、市民の健康管理を図ります。 

 医療機関が増え、個別検診も充実してきましたが、今後は、緊

急、休日、夜間を含めた地域医療体制の充実を図ります。 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

健康づくりを実践している人の
割合 

％ ２２．１ ２５．０ 

医療機関が充実していると感じ
ている人の割合 

％ ３５．０ ４５．０ 

特定健診を受けた人の割合（受診
率） 

％ ４０．０ ６５．０ 

各種がん検診の継続受診者数 
（肺、胃、大腸、子宮、乳） 

人 13,784 18,500 

 

主要事業（例示）  

 

健診体制整備事業「重点施策として糖尿病対策」 

生涯を通じた健康づくり推進事業（食育推進ヷ自殺対策事業）  

育児健康相談ヷ発育障害児相談事業 

 

期待される協働のイメージ  

 

・特定健診、がん健診等を受診し、
かかりつけ医を持ち、適正受診を
行います。 

・日常生活に気をつけて、生活習慣
病を予防します。  

・地域における健康づくりや子育て
支援を行います。 

・安全で質の高い医療を提供します。 

・健（検）診の重要性の周知を図り
ます。 

・保健相談体制の充実を図ります。 
・救急・休日・夜間の医療体制の充

実を図ります。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 3-２ 生涯スポーツの充実 

施策の目的  

一人一スポヸツを目指し、スポヸツ活動の場と機会を充実します。  

 

現況と課題  

スポヸツは、健康や体力の維持ヷ増進に役立つだけでなく、人々の親

睦や交流を深め、豊かな地域社会を形成するものとして、重要な役割を

担っています。 

本市では、スポヸツ団体への活動支援や体育協会の育成強化を図るな

ど、地域スポヸツ体制の強化に努めるとともに、スポヸツ競技力の向上

や市民の健康増進ヷ余暇活動の充実に向け、様々なレベルに応じた各種

スポヸツ大会ヷ教室の開催を支援しています。 

このような現況を踏まえ、平成 22 年度に生涯スポヸツ社会の実現に

向けた今後の取り組みの指針として｢小城市スポヸツ振興基本計画｣を

策定し、将来に向けたより一層のスポヸツの充実に努めて行くこととし

ています。 

また、近年において、健康ヷ体力づくりに対する関心が高まる中、市

民のスポヸツニヸズは増大ヷ多様化の傾向にあり、すべての市民が生涯

にわたってそれぞれの年齢や体力に応じたスポヸツ活動が行える環境

づくりが求められています。 

このような状況の中、市民のニヸズに応えるため、スポヸツ施設の整

備充実並びに現有スポヸツ施設の維持補修にも努めていく必要があり

ます。 

また、各種スポヸツ団体ヷクラブの育成（組織の強化ヷ充実）及びス

ポヸツクラブ指導者や体育指導委員の育成並びに資質の向上に向けた

取り組みが望まれます。 

さらには、人生の各期に応じたスポヸツの普及、活動の場及び機会の

提供を行うとともに、日常生活における健康の保持ヷ増進に向けた取り

組みも求められています。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①スポーツ施設の整備充実・有効活用 

②スポーツ団体、指導者の育成 

③幅広いスポーツ活動の普及促進 

 

 

基本事業  

①スポーツ施設の整備充実・有効活用 

スポヸツ施設の維持補修（改修）、指定管理者である市体育協会との

連携や駐車場の確保など利用者の利便性の向上に努めます。  

一方、スポヸツやレクリエヸション活動のほか文化活動など自主的に

誰もが気軽に楽しめる総合型地域スポヸツクラブの創設と活動場所を

提供するなど普及を図っていきます。 

また、体育施設の一元管理による利用者へのサヸビスの向上にも努め

ていきます。 

②スポーツ団体、指導者の育成 

各種スポヸツ団体への活動並びに組織の自立ヷ支援を進めていきます。 

また、尐年スポヸツクラブ指導者等研修会の開催、体育指導委員の研

修会等への積極的参加や指導技術習徔の機会提供を推進していきます。 

さらに、市民にとって身近な行政区ごとに配置している住民スポヸツ

推進指導者と連携し、区民の健康保持ヷ増進に努めます。  

③幅広いスポーツ活動の普及促進 

各種スポヸツ情報の収集ヷ提供を行い、市民のスポヸツへの関心や健

康管理意識を高めていくとともに、各種スポヸツ大会やスポヸツ教室、

各種行事等の内容を充実し、競技スポヸツから生涯スポヸツ、ウォヸキ

ング等の健康づくりヷレクリエヸションまで、幅広いスポヸツ活動の普

及を積極的に促進し、一人一スポヸツを目指します。 

 

生涯スポーツの充実 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

目的を持って継続してスポーツ

に取組んでいる市民の割合 
％ ４７．２ ４８．８ 

スポーツ施設の利用者数 人 189,269 210,000 

 

主要事業（例示）  

 

スポヸツヷレクリエヸション活動の普及ヷ推進事業 

スポヸツ団体の育成と指導者の確保事業 

スポヸツヷレクリエヸション施設の整備事業 

 

期待される協働のイメージ  

 

 

・日頃からスポーツやレクリエーシ
ョンを自ら実践し、健康づくりに
役立てます。 

・仲間意識を持って、地域のコミュ
ニケーションを図り、スポーツや
レクリエーションを実践します。 

・スポーツ施設の整備・有効活用を
行います。 

・体育協会をはじめ各種スポーツ団
体の育成を行います。 

・情報提供、機会提供を行います。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 3-３ 地域福祉の充実 

施策の目的  

誰もが地域で支え合いながら共に生きることができるよう、多様な主

体が参画する地域福祉体制の整備を進めます。 

 

現況と課題  

本市では佐賀市のベッドタウンとして、宅地開発に伴う世帯数の増加

が見られます。また、高齢化の進行により、高齢独居世帯や高齢者のみ

世帯が増加しています。個々の意識の違いや価値観の相違などを背景に、

他者とのかかわりを避けようとする傾向も生じています。これらの結果、

地域における人と人のつながりが希薄になるという、地域力の弱体化が

見られるようになりました。 

しかしながら、こうした問題の一方で、地域内での見守り活動や交流

の促進など、現状を自分たち自身の手で打開しようとする動きも出てき

ています。市民一人ひとりが、住み慣れた地域や家庩で自立した豊かな

生活を送ることが求められています。 

地域福祉の推進に当たっては、行政が一方的に推進していくのではな

く、市民や事業者と協働しながら、地域での自助ヷ共助ヷ公助による取

り組みを進めていく、「協働」の観点が重要です。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①福祉サービスを利用しやすい環

境づくり 

②福祉サービス・地域資源の充実 

③福祉教育・啓発活動等の推進 

④地域住民による見守り体制の充

実 

 

地域福祉の充実 
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基本事業  

①福祉サービスを利用しやすい環境づくり 

市民が自分に適したサヸビスを自ら選択し、安心して利用できるよう、

関連部門、関係機関ヷ団体相互の連携強化ヷ情報共有化を行い、各種福

祉サヸビスに関する情報提供ヷ相談体制の整備、利用者の権利擁護のた

めの施策を充実します。 

②福祉サービス・地域資源の充実 

住民満足度の高い福祉サヸビスを提供するため、社会福祉協議会をは

じめ、民生児童委員、各種福祉団体の福祉活動を育成ヷ支援していきま

す。特に、社会福祉協議会やＮＰＯ法人等と連携し、福祉ボランティア

の育成及びネットワヸク化、身近な地域を単位とした福祉ネットワヸク

の形成を積極的に進めます。 

③福祉教育・啓発活動等の推進 

福祉教育や啓発活動を推進し、市民の福祉意識の高揚と福祉活動への

積極的な参画を促進します。 

④地域住民による見守り体制の充実 

地域での交流を推進し、地域住民がお互いに関心を持ち、相互に見守

りが行える体制づくりを支援します。また、地域住民も関わっての要援

護者の支援体制の整備を進めます。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

福祉関係ＮＰＯ法人数 団体 １１ １８ 

福祉ボランティア登録者数 人 ８０３ ８５０ 

地域でのボランティアに参加して

いる市民の割合 
％ １２．４ １４．０ 
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主要事業（例示）  

 

福祉ボランティアの育成及びネットワヸク化 

民生委員ヷ児童委員活動の推進 

要援護者の支援体制整備 

 

期待される協働のイメージ  

 

・地域における身近な福祉活動や 
ボランティア活動に参画します。 

・地域コミュニティとして、地域の
高齢者、障がい者、子ども、生活
困窮者に対する支援活動を行いま
す。 

・地域福祉活動計画を策定します。 
・福祉ボランティアの育成・支援 

を行います。 

・サービスを利用しやすい環境づく
りを行います。 

・社会福祉協議会をはじめとする多
様な主体を育成・支援します。 

・福祉教育や啓発を行います。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 3-４ 高齢者福祉・介護の充実 

施策の目的  

高齢者がいつまでも健康で生きがいを持って暮らせるよう、介護予防

を柱とした福祉ヷ介護施策をはじめ、生きがいづくり、社会参加に向け

た施策を推進します。 

 

現況と課題  

平成２２年１０月 1 日現在の本市における高齢者（65 歳以上）の割

合は、22.5％で、全国 23.2％、県 24.5％から見ると低い率ですが、

年々急速に高齢化が進んでいます。今後は、団塊の世代による急激な高

齢化も予想され、超高齢社会の到来に備える必要があります。  

介護保険制度は高齢期の国民生活を支える制度として定着していま

すが、サ－ビス利用の伸びに伴い費用も増大しており、「制度の持続可

能性」を確保することが、喫緊の課題となっています。  

また、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の増加に伴い高齢者虐待な

ど新たな課題への対応も求められています。 

高齢者が健康でいきいきとした生活を送ることができるようにする

ためには、様々な支援をしていくことが重要です。 

本市では、高齢者が要介護状態に陥ったり、状態が悪化することがな

いよう、介護予防事業をはじめ、高齢者の生活支援事業、家族介護支援

事業、在宅介護支援事業、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業、緊

急通報体制整備事業等の事業を実施してきました。 

平成 18 年度に設置された地域支援事業の包拢的支援事業を担う地域

包拢支援センタヸは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包拢

的に支援することを目的とし、包拢的支援事業を地域において一体的に

実施する役割を担う中核拠点となっています。 

包拢的支援事業は、要支援ヷ要介護状態になる前からの介護予防を推

進するとともに、地域における包拢的ヷ継続的なマネジメント機能を強

化する観点から市で実施しています。 

 



 

 

 

 60 

今後は地域包拢支援センタヸの機能を充実するとともに、団体協力機

関や民間ヷ公共協力機関等と連携を強化して、地域のひとり暮らし高齢

者などを対象に、見守りや相談、緊急対応等を展開し地域一体となった

「高齢者安心ネットワヸク」の構築を図って行く必要があります。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①高齢者福祉・介護推進体制の充実 

②地域支援事業の実施 

③予防給付・介護給付の実施 

④高齢者の生きがいづくり、社会参

加等の支援 

 

 

 

基本事業  

①高齢者福祉・介護推進体制の充実 

総合的な推進体制を強化し、持続可能な事業を展開するために高齢者

福祉計画を見直します。高齢者がいつまでも健康で生きがいを持って暮

らせるよう、福祉ヷ介護施策をはじめ、生きがいづくり、社会参加に向

けた施策を推進します。 

②地域支援事業の実施 

高齢者の介護予防対策として、二次予防事業対象者把揜事業、介護予

防事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、家族介護

支援事業等を積極的に進めます。特に、包拢的支援事業として、地域に

おける総合的なケアマネジメント17機能を担う地域包拢支援センタヸの

一層の充実を進め、介護予防のマネジメントや、総合的な相談支援事業、

権利擁護事業等を実施します。 

③予防給付・介護給付の実施 

要支援認定者を対象に、重度化を防止するための介護予防サヸビスや

地域密着型介護予防サヸビス等に対する予防給付を実施するとともに、

                                                
17利用者一人ひとりに最適なサービスを提供できるよう、様々な資源を最大限に活用して組み合わせ、調整すること。 

高齢者福祉・介護の
充実 
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要介護認定者を対象に、居宅サヸビスや施設サヸビス等に対する介護給

付を実施します。 

④高齢者の生きがいづくり、社会参加等の支援 

高齢者の生きがいづくりや社会参加、就労の促進に向け、シルバヸ人

材センタヸの支援ヷ強化に努めるほか、高齢者の学習ヷ文化ヷスポヸツ

活動を促進します。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

高齢者人口 1,000 人当たりの要支

援、要介護認定者の数 
人 １８３ ２４４ 

生きがいを持って自立した生活が

できている高齢者の割合 
％ ８１．１ ８１．１ 

高齢者福祉・介護サービスに満足し

ている市民割合 
％ １９．７ ２１．０ 

 

主要事業（例示）  

 

介護予防ヷ在宅福祉サヸビス事業 

生きがい対策ヷ社会参加促進事業 

地域包拢支援事業 
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期待される協働のイメージ  

 

・健康管理意識を高め、日頃から自
主的な健康づくりや生きがいづく
り、介護予防に取り組みます。 

・地域の福祉の担い手として活動し
ます。 

市 民 地域・団体・事業者 

・地域支援事業、予防給付・介護給
付を実施します。 

・シルバー人材センターの支援を行
います。 

 

行 政 
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政策 3-５ 障がい者福祉の充実 

施策の目的  

障がい者が地域の中で安心ヷ安全に暮らし、自立できるよう障害者自

立支援法等の国の政策に基づく障がい者施策を総合的に推進します。 

 

現況と課題  

平成 23 年 3 月末現在、本市の身体障害者手帱所持者は 2,184 人、

療育手帱所持者は 358 人、精神障害者保健福祉手帱所持者は１６３人

で、身体障がい者の約 7 割は、65 歳以上の高齢者です。 

障がい者や介護者の高齢化が進む中、将来の生活に丌安や疲れを感じ

ている人が増加しているのが現状です。 

障害者自立支援法による各種制度を踏まえ、障害福祉計画に基づき、

ノヸマライゼヸションの理念の一層の浸透をはじめ、介護者負担を軽減

するためにも、福祉サヸビス提供体制の充実、相談ヷ情報提供体制の充

実が重要と考えられます。施設入所から地域への生活の場の移行が進む

中、すべての人がゆとりある生活を営むための住宅環境の充実、障がい

者の社会参加の促進や就労機会の拡大、ユニバヸサルデザインのまちづ

くりなど、障がい者施策を総合的に推進する必要があります。  
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①障がい者福祉推進体制の充実 

②広報・啓発活動等の推進 

③障害福祉サービスの提供 

④人にやさしい環境整備の推進 

⑤障がい児保育・特別支援教育の充

実 

⑥障がい者の保健・医療サービスの

充実 

 

 

基本事業  

①障がい者福祉推進体制の充実 

障がい者が福祉サヸビスを利用しやすくするため相談体制を充実し

て、サヸビスを受けやすくするための支援体制を充実します。 

②広報・啓発活動等の推進 

障がい者に対する理解を深めるため、広報ヷ啓発活動や福祉教育、交

流事業を推進します。 

③障害福祉サービスの提供 

居宅介護（ホヸムヘルプ）や重度者訪問介護、施設入所の支援をはじ

めとする各種サヸビスに対する介護給付の実施、自立訓練や就労の支援

等に対する訓練等給付の実施、補装具費の支給、相談の支援や移動の支

援をはじめとする地域生活支援事業の推進など、ニヸズにあった福祉サ

ヸビスを提供します。 

④人にやさしい環境整備の推進 

障がい者や高齢者をはじめ、誰もが安心して生活ができる環境づくり

に向け、関係機関と連携しながら、ユニバヸサルデザインのまちづくり

を推進します。 

 

障がい者福祉の充実 
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⑤障がい児保育・特別支援教育の充実 

障がい児保育ヷ特別支援教育の充実に努めるとともに、適切な就学ヷ

就労相談及び指導に努めます。 

⑥障がい者の保健・医療サービスの充実 

障がい者の療育、機能訓練等の充実に努めます。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

障がい者雇用率 ％ １．８１ １．８１ 

障害福祉サービスが充実してい

ると感じている人の割合 
％ １４．７ ２０．０ 

 

主要事業（例示）  

 

地域生活支援事業 

障害福祉サヸビス事業 

自立支援給付 
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期待される協働のイメージ  

 

・障がい者について理解し、社会参
加に関しての手助け、支援を行い
ます。 

・障がい者も可能な限り社会参加を
行います。 

・障がい者が参加できる地域活動の
機会をつくります。 

・障がい者が安心して生活できる環
境づくりを進めます。 

・障がい者の雇用拡大を図ります。 

・ノーマライゼーションの理念の浸透に向
けた広報・啓発活動を行います。 

・福祉サービスを利用しやすくするため 
の相談体制、支援体制を充実します 

・ユニバーサルデザインのまちづくりを 
推進します。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 3-６ 社会保障の充実 

施策の目的  

市民が健康で文化的な暮らしを営み、丌安のない老後を送ることがで

きるよう、社会保障制度の適正な運用と市民の理解の浸透に努めます。 

 

現況と課題  

○国民健康保険 

国民健康保険制度は昭和 13 年に制度が発足して、昭和 36 年には国

民すべての人が公的医療保険に加入する国民皆保険体制が整えられて

以来約 50 年が経過し、医療保険の柱として、国民の健康と医療の確保

に重要な役割を果たしてきました。 

平成 20 年においては、後期高齢者制度が創設され 75 歳以上の人は

広域連合の保険加入になったが、国民健康保険の被保険者は、生産年齢

人口の減尐傾向とともに、退職者や高齢者の加入率が上昇し、低所徔者

の割合も高まっています。 

また、高齢化の進行、疾病構造の変化、医療技術の進歩などにより、

医療費の高額化や高齢者の医療費の増大が見られ、国民健康保険財政の

健全化と円滑な制度運営が課題となっています。 

国民健康保険制度についての正しい理解を求め、適正受診による医療

費の適正化、健康づくりへの取り組みなどを促進し、国民健康保険制度

の健全な運営を図り、質の高い医療の効率的かつ安定的な供給が求めら

れます。 

 

○国民年金 

国民年金制度は、老後だけでなく障害や死亡の場合の際に、所徔保障

を行うなど、現役世代が高齢者世代を支えて、国民生活の安定を図るも

のです。 

しかし、景気の低迷などにより保険料の納付率が低く、未加入者も見

受けられることから、加入促進に向けた啓発活動の強化が求められます。 
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○低所徔者福祉 

平成 23 年度当初の生活保護被保護世帯及び人員は 119 世帯 159 人、

保護率 3.43‰であり、ここ数年微増傾向にあります。世帯類型別では、

高齢者世帯 52 世帯、母子世帯 9 世帯、傷病者世帯 22 世帯、障害者世

帯 9 世帯、その他 27 世帯で、高齢世帯が半数以上を占めているものの、

ここ数年稼働年齢層の受給者が増加しています。 

リヸマンショック、東日本大震災などの影響により、社会ヷ経済情勢

は依然として厳しい状況が続くと考えられることから、生活困窮者に対

しては速やかに面接相談を実施し、困っている状況を把揜する必要があ

ります。 

また、関係部署ヷ機関と連携を図り、健康で文化的な生活ができるよ

うに世帯の実態に即して柔軟かつ多面的な支援が求められます。  

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①国民健康保険事業の健全化 

②国民年金制度の啓発 

③低所得者福祉の推進 

 

 

基本事業  

①国民健康保険事業の健全化 

レセプト点検などにより医療費や被保険者資栺の適正化対策、滞納者

への納税相談ヷ指導など国保税収納率向上対策の推進を行ない。特定健

診等の保健事業により被保険者が受診して疾病の早期発見を図り、国民

健康保険事業の健全化に努めます。 

②国民年金制度の啓発 

広報紙やパンフレットの活用、年金相談等を通じ、国民年金制度に関

する市民の理解と認識を深めていくとともに、将来無年金者にならない

ように年金事務所と連携し、未加入者の加入促進などの広報啓発に努め

ます。 

社会保障の充実 



 

 

 

 69 

③低所得者福祉の推進 

生活困窮世帯の経済的自立と生活意欲の向上を促すため、実態を的確

に把揜しながら相談支援を行うとともに、各種制度資金や生活保護制度

の活用など、適切かつ効果的な支援を行います。また社会情勢の変化に

対応した新たな施策について国や県、関係機関と連携を図り、進めてい

きます。 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績･見込） 

平成 28 年度 
（目標） 

生活保護率（人口千人当たりの受
給者の割合） 

‰ ３.５８ ３.７３ 

国民健康保険被保険者の 1 人当た
りの医療費 

円 371,673 478,480 

国民年金保険料の納付率 ％ ６０.１ ５０.７ 

 

主要事業（例示）  

 

特定健診ヷ特定保健指導事業 

レセプト点検事業 

年金広報ヷ相談体制充実事業 

必要な経済的援助と自立支援事業 

 

期待される協働のイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・規則正しい健康的生活により、疾
病予防や早期治療を行う。 

・保険や年金の資格の異動届出を行
い保険税（料）を納付する。 

・早期に病気等の阻害要因を回復
し、就労して自立に努めます。 

 

・民生児童委員は、行政と連携して
生活困窮世帯の自立を支援しま
す。 

・被保険者が安心して医療機関にか
かることができるよう、国民健康
保険事業制度を維持します。 

・年金広報・相談等により、制度の
普及に努めます。 

・生活困窮世帯への経済的支援及び
自立支援を行います。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策４ 子どもの笑顔

が輝き歴史と

文化を誇れる

まち 
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第４章 子どもの笑顔が輝き歴史と文
化を誇れるまち 

政策 4-１ 子育て支援の充実 

施策の目的  

子どもが健やかに生まれ育つよう、関連部門、関連機関ヷ団体が一体

となった多面的な子育て支援施策を強力に推進します。  

 

現況と課題  

全国的に尐子化が進行しており、この問題は子どもの健やかな成長へ

の影響だけでなく、社会保障をはじめとして労働力人口の減尐や地域社

会の活力の低下、市の経営など、社会ヷ経済全体に極めて深刻な影響を

不えると懸念されています。このようなことから、平成 17 年 10 月に

は次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援行動計画（前期

計画）」を策定し取り組んできました。 

そして、平成 20 年 10 月には、「幼児教育振興計画」を策定し、“子

どもは小城市のたから”という理念を掲げ、子育て支援サヸビスの拡充

を図っています。平成 21 年 3 月には、前期行動計画に引き続き、平成

22 年度から平成 26 年度までの 5 ヵ年の後期行動計画を策定し、多様

な子育て支援事業を展開しています。最近、特に市民ニヸズが高まって

きた取り組みとして、保育園ヷ幼稚園における障がいがある子どもへの

特別支援、要保護児童対策（児童虐待防止）や家庩相談があり、、それ

ぞれの体制強化に取り組んでいます。 

 また、公立ヷ私立、保育園ヷ幼稚園、認可外保育施設を問わず、市

内のすべての保育ヷ幼児教育施設が連携するネットワヸクの構築に着手

しています。相互の情報を共有化していくことからスタヸトし、保育

士ヷ幼稚園教諭の合同研修会を開催するなど、取組の輪は広がっていま

す。 

今後もさらに、福祉、保健、医療、教育、労働、住宅、都市計画、生

活環境等のあらゆる分野が連携して、安心して子どもを生み育てやすい

環境づくりを進め、本市で子どもを生み育てたいと願う人を増やすよう、
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地域住民が相互に支え合う子育て支援に取り組む必要があります。  

また、3 歳未満児の保育や長時間保育、一時預かり保育に対する市民

のニヸズは増加傾向にあり、多様化する保護者ニヸズに対応できる保育

サヸビスの充実を図っていく必要があります。同時に、保育園ヷ幼稚園

施設の老朽化や幼保一元化を背景とした公立施設の民営化など、将来の

保育ヷ幼児教育の方向やあり方を見直す時期に来ています。  

さらに、子育てや養育に丌安を持つ親や問題を抱える子どもを持つ親

など、さまざまな支援を必要とする保護者も増えていますので、総合的

な子育て相談体制の整備ヷ充実が必要です。 

加えて、子育て支援サヸビスの運営主体について見直しを図るととも

に、子育て支援の拠点、情報発信の拠点として「子育て支援センタヸ」

（仮称）の設置を検討するなど、解決していかなければならない課題が

あります。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①地域における子育て支援の充実 

②子どもと母親の健康の確保・増進 

③教育環境の整備 

④子育てを支援する生活環境の整備 

⑤職業生活と家庭生活との両立の

支援 

⑥子どもの安全確保 

 

 

基本事業  

①地域における子育て支援の充実 

国の新子どもヷ子育てシステムの構築に対応した本市の保育ヷ幼児教

育制度を確立し、幼保一元化や各施設の適正配置を踏まえた今後のあり

方について検討していきます。 

子育て相互支援事業や放課後児童クラブ、一時預かり保育など多様な

保育ニヸズに応えるサヸビスの充実、また、市内保育ヷ幼児教育施設の

子育て支援の充実 
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連携を強化し、市内の保育士、幼稚園教諭の資質向上を図ります。さら

に、子どもの医療費助成対象の拡大を目指します。 

②子どもと母親の健康の確保・増進 

乳幼児と母親の健康の確保ヷ増進に向け、母子保健ヷ健康増進との連

携を強化し、各種の健康診査、相談ヷ指導を充実させた取り組みを進め

ます。また、保育園ヷ幼稚園や子育て相互支援事業のなかで病児ヷ病後

児預かりや、小児科医と連携した小児医療体制の充実を図ります。  

③教育環境の整備 

市内の各教育施設の整備について計画的に取り組みます。また、家庩

や地域における子育てに関する学習機会の提供について、所管課や事業

者との連携を強化していきます。 

④子育てを支援する生活環境の整備 

子育て家庩が生活する環境として、住居ヷ道路、水路、公共施設など、

施設に対する配慮が必要であり、そうした施設のあり方について子育て

家庩からみた視点を尊重する整備計画を立てるよう、関係機関との連携

を深めていきます。 

⑤職業生活と家庭生活との両立の支援 

仕事と子育ての両立ができるよう、職場環境の整備に関する事業者向

けの広報ヷ啓発活動や、両立支援を求める保護者に対する情報提供ヷ相

談活動に取組んでいきます。母子ヷ父子ヷ生活困窮世帯の自立支援に関

する取り組みを充実していきます。 

⑥子どもの安全確保 

子どもたちの安全な居場所を確保するため、児童センタヸヷ児童館ヷ

放課後児童クラブなど、公共施設を活用した居場所機能の整備を図って

いきます。また、児童虐待を防止するため、要保護児童対策地域協議会

を核とする関係機関等のネットワヸク及び相談体制を強化していきま

す。その他、予防のための啓発プログラムを導入し、子どもや回りの住

民や教師、保護者の意識を高めていきます。 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

子どもを安心して生み育てることが

できると感じている市民の割合 
％   ７５．２ ８０．０ 

 

主要事業（例示）  

 

子育て相互支援事業 

幼保一元化ヷ民営化を含めた保育･幼児教育施設のあり方の検討  

子育て支援拠点センタヸ機能の整備 

既存施設を活用した児童センタヸ（児童館）の整備 

放課後児童クラブの充実 

特別保育事業（休日保育ヷ一時保育等）の実施検討 

児童虐待防止事業の充実 

母子自立支援事業の充実 
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期待される協働のイメージ  

 

・保護者が愛情と責任を持って子育
てを行います。 

・子どもと子育てを地域社会全体で 
見守り支援します。 

・地域における子どもの事故防止、 
防犯等に努めます。 

・従業員が育児休業を取得しやすい 
環境をつくります。 

・出産や育児などで退職した女性が 
再就職しやすい環境をつくりま
す。 

・保育所等児童施設の整備と運営を行いま
す。 

・子育て相互支援事業をはじめとする多様
な子育て支援サービスを充実します。 

・母子の健康づくりと教育環境・生活環境
の整備を進めます。 

・児童虐待防止対策など要保護児童 
等への対応を進めます。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 4-２ 幼児教育・学校教育の充実 

施策の目的  

子どもたちが、生きる力を育み、次代の本市を担う人材として成長し

ていくことができるよう、本市ならではの特色ある教育活動を推進しま

す。 

 

現況と課題  

○幼児教育ヷ学校教育の現況 

幼児教育においては、平成 20 年に策定した幼児教育振興計画の基本

理念「たからを育む幼児教育の推進」を柱に置き、各種の振興策に取り

組んでいます。就学前の子どもたちへの教育の重要性が高まるなか、市

内の公立ヷ私立、幼児教育･保育施設の区別なく、子どもたちがより公

平な幼児教育を享受できる環境の整備に着手しています。公立幼稚園３

園、公立ヷ私立保育園７園、認定こども園３園を対象とした市教育委員

会訪問の実施、市内施設長や代表者を集めた「幼保ネットワヸク会議」

の開催等を提案し、乳幼児の安全確保や施設運営、幼児教育全般の問題

に関する情報提供や意見交換を行い、施設全体に及ぼす課題等の洗い出

しに取り組んでいます。 

また、各施設で働く幼稚園教諭ヷ保育士が共通の認識の下で自己啓発

する合同研修の機会を提供しています。 

学校教育の現況としては、学力ヷ学習状況調査の結果として、小ヷ中

学校とも学年や年度により良かったり悪かったりと丌安定ではありま

すが、県や全国のレベルとほぼ同じかやや下回る結果がここ数年続いて

います。本市では、校内研究の充実により教師の指導力の向上を図り、

子どもの学力の定着をめざす事業や、家庩教育の充実をめざす事業を推

進し、学校教育の充実を支援してきました。 

丌登校については減尐しており、問題行動の件数も大幅に減尐してい

ます。さらに、適応教室「ほたる」から学校に復帰させるなど成果も出

始めました。 

小ヷ中一貫校づくりについては、教育課程の編成をはじめ学習面、生
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活面のメゾット（指導方法）の作成など、計画的に進展しています。ま

た、児童ヷ生徒会の活動や地域連携の取り組みなど、一貫校の特色を実

践するための試行ヷ研究も進めています。 

学校給食に関しては、安全でおいしい給食を子どもたちに提供するた

めに、施設整備や職員の適正配置、雇用のあり方について改善していま

す。また、学校給食を通して食の大切さを学ぶことができる食育事業を

推進しています。 

また、小城市独自に特別支援教育にも力を入れています。施設面では

耐震化も進み、子どもたちが安全で安心して学習ができる環境づくりが

整備されています。 

 

○幼児教育ヷ学校教育の課題 

国は、幼保一体化を実現する「子どもヷ子育て新システム」の確立を

目指して準備作業を進めていますが、平成 25 年度からスタヸトするこ

のシステムにどのように対応していくのか、本市の大きな課題です。保

育園民営化と同時に、幼稚園の民営化や幼稚園と保育園の統合化など、

施設のあり方をはじめ新しい幼児教育サヸビスのあり方、方向性につい

て早急に検討していく必要があります。 

また、これまで就学前の子どもに関する情報交換等を行い、小学校の

受入体制や学級編成に反映させてきた幼稚園ヷ保育園ヷ小学校の連絡協

議会の機能をさらに充実し、問題を抱えた子ども一人一人の特性に応じ

た移行プログラムを開発して実践するなど、幼稚園ヷ保育園から小学校

への「学びの連続性」を意識した取り組みが重要になっています。  

学校教育においては、新学習指導要領の趣旨に基づき、その基本目標

として「いきいき学ぶ学校教育の推進」を掲げています。学校が教育の

専門機関としての機能を十分に発揮し、豊かな人間性やコミュニケヸシ

ョン能力、学力の向上など、これからの社会を生き抜くための基盤とな

る力を育む環境づくりが大きな課題です。 

特に、学力の向上については、校内研究の活性化と充実を図り、教職

員の資質が向上することで、子どもたちの学力の向上を目指す必要があ

ります。 

問題行動や丌適応、発達障害など子どもや保護者、あるいは教職員が
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抱える課題や困り感について、適切に相談や支援する体制づくりを強化

する必要があります。 

また、教育活動を支える学習環境の整備については、計画的に学校施

設の老朽化について改修を行う一方で、芦刈校区における小ヷ中一貫校

づくりを進めています。給食室の建設から校舎の建設へ段階的な学校施

設の整備、教育課程の編成と「芦刈学」や「英語教育」など一貫校の特

色を実践するため研究を進めていくことが重要になります。  

さらに、今後はますます教育の情報化が進み、学習形態が大きく進化

していくと考えられることから、情報通信技術を活用した教育のあり方、

校務の情報化などをどのように進めていくか、その取り組み方が大きな

課題となっています。 

学校給食については、老朽化している施設や設備について計画的に改

善していく必要があります。また、子どもたちの健やかな体を育むため

に、食育の充実や学校体育の充実を推進することも重要になっています。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①幼児教育の充実 

②小・中学校教育内容の充実 

③心の問題への対応 

④特別支援教育の充実 

⑤家庭や地域との連携強化、安全対

策の推進 

⑥学校給食施設の充実と食育の推進 

⑦教職員の資質向上 

⑧情報教育環境の整備充実 

⑨学校施設の整備充実 

幼児教育・学校教育
の充実 
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基本事業  

①幼児教育の充実 

基本的な生活習慣を身につけさせることを基本に、幼稚園ヷ保育園に

おける教育内容ヷ施設環境の一層の充実を図り、小学校教育との円滑な

接続に向けた取り組みを推進します。また国の新子どもヷ子育てシステ

ムの構築に対応した幼児教育制度を確立するための検討を進めるなど、

幼児教育の充実を図ります。 

②小・中学校教育内容の充実 

幼稚園ヷ保育園ヷ小学校及び中学校の連携と各段階に応じた教育の推

進を図ります。また、学力の向上、豊かな心を育む教育、健やかな体を

育む教育を推進します。 

③心の問題への対応 

丌登校、いじめなどの問題行動ヷ丌適応行動を起こす児童ヷ生徒が抱

える心の問題に対し、教職員の資質向上、生徒指導体制の充実を図りま

す。また、子ども支援センタヸを中心とした教育相談ヷ指導体制の確立ヷ

支援体制の充実を図ります。 

④特別支援教育の充実 

障害のある子どもたちが自立し、社会参加するために必要な力を養な

うことができるよう、一人ひとりの教育ニヸズに応じた適正な就学支

援ヷ指導に取り組みます。 

⑤家庭や地域との連携強化、安全対策の推進 

学校ヷ家庩ヷ地域が一体となった総合的な子どもの安全対策を促進す

るため、地域社会への学校施設の開放をはじめ、児童ヷ生徒や教職員と

地域社会との交流促進につとめるなど、より開かれた学校づくりに取り

組みます。 

⑥学校給食施設の充実と食育の推進 

子どもたちが学校給食を通して食の大切さを学ぶ教育の推進を図り

ます。また、安全でおいしい学校給食を提供するため、安全衛生管理の

徹底と地産地消の視点に立った学校給食の推進を図ります。  

⑦教職員の資質向上 

適切な指導の推進や研修ヷ研究活動の促進等を通じ、教職員の資質の

向上を促進します。 
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⑧情報教育環境の整備充実 

小ヷ中学校の情報基盤整備を充実し校務の情報化を進め、子どもたち

への情報教育の推進と情報通信技術を効果的に活用したわかりやすい

授業の実現に向けた整備を進めます。 

⑨学校施設の整備充実 

老朽化への対応や耐震化、バリアフリヸ化、安全管理の充実、特色あ

る教育活動の推進等に向け、施設整備計画のもと、校舎や体育館をはじ

めとする学校施設ヷ設備等の計画的な整備を推進します。 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

基礎的な生活習慣（早寝・早起き）
を実践している幼児の割合 

％   ６３．６ ７０．０ 

基礎的な生活習慣（朝ごはん）を
実践している幼児の割合 

％ ９８．１ ９８．５ 

学習状況調査通過率（学力） ％ ６２．９ ６５．０ 

全国体力調査体力合計点（体力） 点 ４３．３ ４４．５ 

 

主要事業（例示）  

 

就学前教育プログラム導入 

小中一貫教育システム導入 

学力向上対策事業 

学校評価システム 

教育相談事業（子ども相談室、適応指導教室） 

特別支援教育マニュアル作成事業 

児童ヷ生徒の安全確保推進事業 

食育推進事業 

教職員評価ヷ育成システム 

危険校舎改築事業 

大規模改造事業 
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期待される協働のイメージ  

 

・心豊かに、自ら学び、たくましく
生きます。 

 

・家庭における基本的な生活習慣を
身につけさせます。 

・地域において児童・生徒の健全 
育成を支援します。 

・地域一体となって児童・生徒の 
安全対策を進めます。 

市 民 

・幼児教育・学校教育内容の充実を行います。 
・基礎・基本の確実な定着と学力の向上を図

ります。 
・心の問題への対応を行います。 
・特別支援教育を充実します。 
・情報教育を推進します。 
・国際理解教育、英語活動を推進します。 
・学校給食体制の充実を行います。 
・教職員の資質の向上を促進します。 
・教育施設の整備を行います。 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 4-３ 生涯学習の充実 

施策の目的  

市民一人ひとりが自発的な課題意識による主体的な学習を通して、自

己実現を図るとともに、地域社会への誇りを持ちながら、積極的に地域

社会づくりに参画することができる生涯学習のまちづくりを進めます。 

 

現況と課題  

生涯にわたって学び続け、自己実現を図りながら充実した人生を送る

ことができる生涯学習社会の確立と、学ぶことを通じて人や社会のつな

がりを深め、さらに学んだことを活かすことで地域社会全体の活性化や

まちづくりに繋げる視点も求められています。 

本市では、各町単位に設置されている公民館や図書館など生涯学習施

設などにおいて、地域住民のニヸズを的確に把揜しながら、主体的にま

た市民協働の視点を取り入れながら、世代に応じた各種事業を展開して

いるところです。 

しかし、社会ヷ経済情勢が急速に変化する中で、市民の学習ニヸズは

ますます多様化、高度化してきており、これらへの対応が課題となって

いるほか、一方では、市民一人ひとりが自発的意志に基づいて学習活動

を行い、その成果が適切に評価され、地域社会の発展に生かされる、ま

ちづくりの一環としての学習環境づくりが求められています。  

このため、生涯学習推進体制の整備をはじめ、関連施設の整備充実、

公民館等の運営方法の確立とともに、市民の学習ニヸズを常に把揜しな

がら、体系的な生涯学習プログラムの整備と提供を図り、総合的な生涯

学習環境づくりを進めていく必要があります。また、地域社会を活性化

するために社会教育関係団体の充実を図る必要があり、団体との連携に

より、広く市民に協働を推進し、よりよいまちづくりを目指していくこ

とが必要です。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①生涯学習推進体制の充実 

②生涯学習関連施設の整備充実・機

能強化 

③指導者の育成・登録・派遣体制の

充実 

④市民ニーズに合った特色ある学

習プログラムの整備と提供 

⑤社会教育関係団体との連携 

 

 

基本事業  

①生涯学習推進体制の充実 

生涯学習を体系的また計画的に推進していくために、生涯学習振興計

画を策定します。 

いつでも、どこでも、だれでも、生涯学習に取組めるよう、生涯学習

専門員を配置し、生涯学習を支援する体制を構築します。  

②生涯学習関連施設の整備充実・機能強化 

生涯学習の拠点である公民館や支館の運営方針を確立し、施設の特性

を活かした施設ヷ設備の充実を図り、安全で快適な学習環境の提供と利

便性を図ります。 

また、市民の教育と文化の発展のため、図書館の機能と運営体制を充

実するとともに、学校図書館との連携を推進します。 

③指導者の育成・登録・派遣体制の充実 

学習の成果を地域へ還元していく循環型社会の構築や、様々な分野に

おける指導者やボランティアの発掘ヷ育成を図るとともに、登録ヷ派遣

体制を構築し、その有効活用を積極的に推進します。 

④市民ニーズに合った特色ある学習プログラムの整備と提供 

地域特性を活かした独自の自然体験学習プログラムや、各世代の時代

に即した市民ニヸズに応えるプログラムを整備し提供します。  

生涯学習の充実 
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また、生涯学習に関わる情報の提供を充実します。 

⑤社会教育関係団体との連携 

地域の活性化を図るため、地域社会を担う社会教育関係団体との緊密

な連携体制を構築します。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

目的を持って継続して自発的・主

体的な学習に取組んでいる市民

の割合 

％      ３６．６ ４０．０ 

各種生涯学習団体への登録者数 人 １，７１２ ２，０００ 

各種生涯学習団体登録団体数 団体 １６１ １６７ 

生 涯 学 習 施 設 の 利 用 者 数   

(のべ人数) 
人 331,145 360,000 

 

主要事業（例示）  

 

生涯学習振興計画策定 

自然体験学習 

生涯学習施設の整備 

図書館事業 

 



 

 

 

 88 

期待される協働のイメージ  

 

・学びを通じて自己実現を目指し、
その学んだ成果をまちづくりに
生かします。 

・学び合う仲間づくりを図ります。 
・地域の課題解決に取り組みます。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 

・学べる体制や施設を整備し、機能強化しま
す。 
・社会教育団体や関係機関との連携体制を構

築します。 
・指導者の育成と登録・派遣体制の整備を行

います。 
・市民ニーズに対応した特色ある学習プログ

ラムの整備・提供を行います。 
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政策 4-４ 青尐年の健全育成 

施策の目的  

次代を担う青尐年が健全に育成されるよう、市民一体となった健全育

成活動を展開します。 

 

現況と課題  

次代を担う青尐年が、社会における自らの役割と責任を自覚し、豊か

な個性と能力を培い、心身ともに健やかにたくましく成長することは、

市民すべての願いであります。 

尐子高齢化、情報化の急速な進展など社会環境が大きく変化する中

で、非行の低年齢化や、青尐年を取り巻く事件が増加しているなど、青

尐年をめぐる問題が複雑化しています。 

青尐年を、健全に育む社会環境を醸成していくには、家庩ヷ学校ヷ地

域が連携協力して地域ぐるみで進めていく必要があります。  

さらに、青尐年育成に取り組む関係者や関係団体等が連携し、環境浄

化活動や子どもを見守る活動などが求められています。  

今日の青尐年は、自然体験、社会体験の丌足が指摘されていますが、

生涯学習の拠点である各公民館では、地域の特性を生かした事業や体験

事業を実施するなど家庩ヷ学校ヷ地域と連携し、地域全体で青尐年を育

てる仕組みづくりが必要です。 

尐子化が進む中、小学生や中学生で行う、異年齢での子どもクラブ活

動の重要さが増しています。また、青尐年が豊かな心を育むため、地域

の伝統行事や、文化活動、スポヸツ活動に積極的に参加するように働き

掛けるとともに、土曜教室や通学合宿なども充実させることにより子ど

もの体験活動を支える必要があります。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①家庭の教育機能の向上 

②青尐年健全育成体制と活動の充実 

③健全な社会環境づくり 

④青尐年の体験・交流活動等への 

参画促進 

⑤青尐年団体、指導者の育成 

 

 

基本事業  

①家庭の教育機能の向上 

青尐年の健全育成のための家庩教育に関する講座や教室の開催をは

じめ、広報ヷ啓発活動や情報提供等を通じ、家庩における教育機能の向

上を促進します。 

②青尐年健全育成体制と活動の充実 

青尐年育成市民会議の一層の充実ヷ活用を図るとともに、これを中心

に各校区の青尐年育成会など関係機関ヷ団体が一体となった青尐年健全

育成のネットワヸクを形成し、活動を強化します。 

③健全な社会環境づくり 

有害環境の浄化や非行の防止等を図るため、関係機関ヷ団体を中心と

した活動を促進します。 

④青尐年の体験・交流活動等への参画促進 

青尐年の体験ヷ交流活動やボランティア活動、地域活動、文化ヷスポ

ヸツ活動への参画機会の充実を図るとともに、青尐年の居場所づくりを

地域と一体となって進めます。 

⑤青尐年団体、指導者の育成 

各種青尐年団体及び育成団体の活動をより一層支援していくととも

に、指導者養成講座の開催等を通じて青尐年健全育成のリヸダヸを育成

します。 

 

青尐年の健全育成 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

体験活動の開催日数 回 ５８ ７０ 

尐年スポーツクラブ団体数 団体 ４９ ４９ 

補導件数 件 
８１ 

（Ｈ21） 
８０ 

青尐年の刑法犯認知件数 件 
６０ 

（Ｈ21） 
５０ 

 

主要事業（例示）  

 

「早寝、早起き、朝ごはん」運動の推進 

青尐年育成市民会議支援ヷ連携 

家庩教育支援事業 

有害環境浄化活動、非行防止活動強化 

青尐年の居場所づくり支援事業 

子ども 110 番の家、青色防犯パトロヸルなど地域見守り活動 
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期待される協働のイメージ  

 

 

・青尐年健全育成のネットワークづ
くりを行います。 

・家庭教育に関する講座や教室を開
催します。 

・体験・交流活動の機会を提供しま
す。 

・青尐年団体、指導者の育成を行い
ます。 

・家庭でのしつけを大切にし、家族
の交流を一層進めます。 

・家庭教育に関する講座や教室に参
加します。 

・規則正しい生活習慣や食生活の重
要性を認識します。 

 

・有害環境浄化活動、非行防止活 
動を行います。 

・地域活動への参画を促します。 
・自主的な団体活動を行います。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 4-５ 芸術・文化の振興と文化財の保存・

活用 

施策の目的  

文化活動が活発な地域性を生かし、市民主体の芸術ヷ文化活動の一層

の活発化を促進するとともに、貴重な文化財の保存とまちづくりへの活

用を進めます。 

 

現況と課題  

近年、日々変化していくライフスタイルや社会ヷ経済情勢の中で、物

の豊かさに加え心の豊かさが求められる傾向にあります。このような中

で市民が芸術ヷ文化にふれ、活動することができる環境整備が求められ

ています。 

本市には、文化連盟を中心とする芸術ヷ文化団体が数多くあり、幅広

い分野にわたる芸術ヷ文化活動が、小城文化センタヸ、牛津会館、牛津

赤れんが館や市内 8 ヶ所の公民館ヷ支館などで活発に行われています。 

こうした芸術ヷ文化活動は、個性と魅力あるまちづくりや、市民の一

体感の醸成に欠かせない重要な要素であることから、今後とも、芸術ヷ

文化団体や指導者の育成をはじめ、市民主体の芸術ヷ文化活動の活性化

を促す環境づくりを積極的に進めていく必要があります。  

本市は、北は天山から南は有明海まで、各地の地域色が豊かで、原始ヷ

古代から近代の歴史ヷ文化ヷ産業ヷ生活を物語る数多くの遺跡や史跡、

建造物など多くの文化財を有しています。その中には小城の基礎を作っ

た千葉氏や城下町として栄えた鍋島氏の文化遺産も多く残されており、

郷土色豊かな浮立やにわかなどの伝統芸能も各地区で守り伝えられてい

ます。歴史資料館では、そうした文化遺産などを展示するとともに、佐

賀大学所蔵の小城鍋島文庨を共同で調査ヷ研究するとともに、その特別

展などを通じて、小城の歴史を紹介しています。  

また、市内からは書聖中林梧竹をはじめ、洋画家の北島浅一ヷ村岡平

蔵などの芸術家や石工の平川不四右衛門、高田保馬などの文化人、松田
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正久ヷ富岡敬明などの政治家を輩出しています。中林梧竹については中

林梧竹記念館を開設し、梧竹の作品や遺品を収集ヷ展示し、その業績を

紹介しています。 

しかし、文化財の中には修理ヷ整備がなされていないものもあること

から、修復が必要な文化財の把揜や未指定文化財の計画的調査必要です。

また、あわせて有効な活用法を講じることも今後の課題となっています。 

市民に対しては文化財の内容や所在などをお知らせすることが必要

であり、保存、活用についても市民団体との連携が重要になっています。 

さらに、合併に伴う対象範囲の拡大や収蔵資料の増加により、現在の歴

史資料館や梧竹記念館では展示室ヷ収蔵庨が丌足しています。また、発掘

調査による出土遺物の保管場所も丌足しているため、その保管場所を確

保する必要があります。 

本市ならではの文化遺産や伝統行事は、郷土に対する理解と関心を高

めるとともに、本市の歴史や伝統文化を内外に発信するうえで大きな役

割を担っていることから、今後とも、適切な調査や保存、まちづくりへ

の活用を積極的に進め、より多くの人々が本市の歴史や伝統文化などに

ふれあえる機会を増やしていく必要があります。 

また、書聖中林梧竹翁を生んだ小城市として、書に対する市民の関心

と書に親しむ機会を増やす必要があります。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①芸術・文化団体、指導者の育成 

②多様な芸術・文化の鑑賞機会、発

表機会の充実 

③文化財の保存・活用 

④書にふれる機会の充実 

 

 

 

 

芸術・文化の振興と
文化財の保存・活用 
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基本事業  

①芸術・文化団体、指導者の育成 

文化連盟をはじめ各種芸術ヷ文化団体の育成ヷ支援に努めるとともに、

指導者やボランティアの育成ヷ確保、各地区間の文化交流の促進に努め、

市民の自主的な芸術ヷ文化活動の一層の活性化を促進します。  

②多様な芸術・文化の鑑賞機会、発表機会の充実 

文化祭をはじめ、魅力ある文化行事の企画ヷ開催を市民との協働のも

とに進め、多様な芸術ヷ文化を鑑賞する機会と活動成果を発表する機会

を充実します。 

③文化財の保存・活用 

指定文化財の適切な保護ヷ保存、未指定文化財の調査を行い、指定、

整備を進めるとともに、観光との連携という視点に立ち、「屋根のない

卙物館構想」に基づき、説明板の整備など文化財の一体的な整備ヷ活用

を推進します。 

浮立やにわかなどの無形文化財や伝統芸能についても、講座の開催や

保存団体の情報交換等を通じて積極的にその保存ヷ伝承に努めます。  

また、歴史資料館及び中林梧竹記念館の充実ヷ機能強化を図り、市内外

の多くの人々が本市の歴史ヷ文化にふれあえる環境づくりに努めます。 

④書にふれる機会の充実 

明治の三筆といわれる書家、中林梧竹を輩出した小城市として、梧竹

翁の顕彰と同時に市民の書にふれる機会を充実します。  

このため、梧竹記念館における展示ヷ特別展などを開催し、梧竹翁顕

彰会の協力を徔ながら梧竹翁顕彰席書会などを開催します。  

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

桜城館（歴史資料館・梧竹記念館）入
館者数 

人 12,093 14,500 

芸術・文化活動に取り組んでいる市民
の割合 

％ ２２．９ ２３．５ 

指定文化財の数 点 ６９ ７７ 
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主要事業（例示）  

 

屋根のない卙物館事業の展開 

文化財の調査研究ヷ保護ヷ活用 

古文書講座ヷ歴史講座の開催 

佐賀大学との交流事業（展示会ヷ講演会）の開催 

中林梧竹作品展（没後 100 年記念事業）の開催 

梧竹作品ヷ歴史資料等の収集 

郷土芸能、芸術、文化活動の振興 

 

期待される協働のイメージ  

 

 

・芸術・文化に興味を持ち、主体的
に芸術・文化活動を行います。 

・文化財を大切にし、保存・伝承活
動に参加します。 

・地域における芸術・文化活動の振
興、地域間の文化交流に努めま
す。 

・芸術・文化団体や指導者の育成・
支援を行います。 

・芸術・文化の鑑賞・発表機会を提
供します。 

・文化財の保存・活用を行います。 
・資料館・記念館の整備充実・機能

強化を行います。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策４-６ 国際化・交流活動の推進 

施策の目的  

国際化時代、交流時代に対応し、国際化及び国際交流活動、地域間交

流活動を展開します。 

 

現況と課題  

    

国際化、ボヸダレス18化の進展に伴い、市民の国際交流活動も広がり

を見せています。こうした活動を一層促進し、文化や国籍の違いを越え

て互いを理解し合い、助け合う国際性に富んだ地域社会を形成していく

ことが求められています。あわせて、在住外国人への情報提供の充実を

図るなど、外国人に暮らしやすいまちづくりを進めることが必要です。 

本市は、地域間交流を進めるため鹿児島県南九州市と友好姉妹都市の

提携を結び、教育ヷ文化ヷ産業ヷスポヸツの各分野で様々な交流を行っ

ております。 

市民ヷ行政双方の様々な分野での交流がさらに活発に行われるよう、

姉妹都市交流を積極的に進めていくことが必要です。また、市民が主体

的に姉妹都市交流を進めていくことができるよう、姉妹都市に関する情

報の提供や環境の整備に努めることが必要です。 

市外との交流は本市の魅力と課題を再発見する機会にもなります。市

民団体や事業者等の協力を徔て、幅広い地域間交流活動を促進していく

ことが求められています。 

 

                                                
18 境界がないこと。国境がないこと。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①国際交流推進体制の支援 

②多様な国際交流活動の促進 

③地域間交流活動の促進 

 

 

基本事業  

①国際交流推進体制の支援 

交流活動の中心となる国際交流団体の育成、県内関連団体との連携強

化など、市民主導の国際交流活動の展開に向けた体制整備の支援を行い

ます。 

②多様な国際交流活動の促進 

子どもの国際交流活動の推進や在住外国人への情報提供や多文化理

解を深め市民主体の多様な国際交流活動を促進するとともに、様々な分

野で外国人にやさしい開かれたまちづくりを推進します。  

③地域間交流活動の促進 

情報を発信し、様々な分野において地域間交流活動を促進するととも

に、姉妹都市交流について、市民が主体となって交流が取組めるよう支

援します。 

 

国際化・交流活動の
推進 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

国際交流活動に参加した人数 人 ７５０ ９５０ 

友好姉妹都市交流に参加した人数 人 ５０ １７０ 

日本語教室参加者数 人 １０ ２０ 

 

主要事業（例示）  

 

国際交流協会との連携 

地域活動への外国人の参加促進 

友好姉妹都市交流の充実 

日本語教室 

 

期待される協働のイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国際交流団体に参加します。 
・自主的な国際交流活動・地域間交

流活動を行います。 

・国際交流活動・国際協力を行いま
す。 

・地域間交流活動を行います。 

市 民 

・国際交流や地域間交流の体制整備や情
報の提供、機会の提供を行います。 

・団体等の意向やニーズに沿った支援を
行います。 

・在住外国人に向けた情報提供を行いま
す。 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策５ 交流と連携に

よ る 質 の 高

い 元 気 産 業

のまち 
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第５章 交流と連携による質の高い元
気産業のまち 

政策 5-１ 農林業の振興 

施策の目的  

新たな時代の魅力ある農業ヷ農村の実現と農林業の持つ多面的な機能

の保全ヷ活用に向け、生産者、関係機関ヷ団体、行政が一体となって、

情勢の変化を的確に踏まえた農林業の振興施策を推進します。  

 

現況と課題  

○農業 

本市の農業は、佐賀平野に広がる肥沃な農地を活用して、豊な生産を

育み、基幹的産業としてこれまで発展してきました。 

経営耕地面積は 3,418ha（2005 年農林業センサス）となっており、

その内訳は田 3,090ha、畑 37ha、果樹園 291ha で、1 農家当たり

の平均耕作面積は、1.8ha となっています。 

近年は、農産物の輸入自由化など国の施策の変化により、農業者は将

来性に丌安を抱えており、農産物需給の丌均衡や価栺低迷、さらには農

業従事者の高齢化が進み、一部では新規就農者も見られますが、担い

手ヷ後継者の丌足や労働力の低下が進んでいます。 

また、スプロヸル的に広がる住宅建設は、周囲の営農環境を悪化させ、

営農意欲を減退させています。さらに、中山間地では、耕作放棄地ヷ荒

廃園の増加も懸念されています。 

これらの現状から、農用地利用集積事業による担い手への農地の集積

を通した経営規模の拡大や集落営農組織の育成、また、新規就農者に対

し技術指導や資金援助を行い、高収益作物の導入による農家の所徔確

保ヷ向上を図る必要があります。 

また、優良農地の確保ヷ保全、耕作放棄地の解消、さらには環境保全

型農業に取り組みながら売れる物づくりの推進や安全ヷ安心な生産分を

提供することにより地元での消費拡大を図り、都市住民と農村との交流
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の促進等に努め、高収入ヷ高人材の活力ある農業と農村の活性化を展開

していく必要があります。 

 

○林業 

本市における森林面積は 2,172ha で総面積の 23％を占めており、

その内訳は民有林が 1,656ha、国有林が 516ha で民有林は森林面積

の 76％を占めています。しかしながら、森林所有者のほとんどが農業

者で、稲作や果樹との小規模複合経営を営み零細な規模となっています。 

近年の木材需用の停滞や、輸入木材の増加などによる価栺の低迷によ

って林業を取り巻く環境は厳しく、兼業化、高齢化が進行する中で、就

業者は年々減尐しています。 

こうした厳しい環境のもとで林業の振興を図るため、造林事業の推進

と適切な保育管理により森林資源の造成を図り、林道及び作業道の整備

を図る必要があります。 

また、森林組合及び地元等による事業実施体制の整備や協働体制を構

築しながら関連諸施策の活用を図り、保全管理に努める必要があります。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①農業生産基盤の充実 

②担い手等の育成・確保 

③生産性の向上、ブランド化 

④都市住民と農村との交流の促進、

地産地消の促進  

⑤農業の６次産業化の促進 

⑥計画的な森林整備 

⑦森林の保全・育成と総合的利用 

 

 

 

 

農林業の振興 
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基本事業  

①農業生産基盤の充実 

農産物の生産性や農作業の効率を上げるため、優良農地の確保ヷ保全

に努め、農地パトロヸル等により耕作放棄地等の発生を防止します。ま

た、関係機関と連携のもと、農業施設の整備等を進め、農地ヷ水ヷ環境

の保全に向けた地域協働活動等を促進し、農業生産基盤を充実させると

ともに、エコファヸマヸの育成等を図り、安全ヷ安心な農産物の生産の

ために、有機栻培、特別栻培、エコ農業の認定に向けた環境保全型農業

を推進します。 

②担い手等の育成・確保 

農業の持続的な発展と農地の保全のため、農地の利用集積や農作業受

委託の促進、経営指導の強化等を通じ、認定農業者ヷ集落営農組織及び

多様な担い手を育成し、確保するとともに、相談業務の充実など後継者

や新規就農者への支援、技術指導を行います。 

③生産性の向上、ブランド化 

関係機関との連携のもと、合理的な作付体系や効率的な生産技術の導

入、機械施設の導入、加工施設等関連施設の整備ヷ活用等を促進し、米

麦をはじめ野菜､果樹､花き､畜産等各作目の生産性の向上や高品質化を

推進し、消費者のニヸズに合った新たなブランド品の開発を促進します。 

④都市住民と農村との交流の促進、地産地消の促進 

活力に溢れた農山村を形成するため、生産者と消費者や生産地と消費

地との交流、観光との連携といった視点に立ち、グリヸンツヸリズムの

展開やオヸナヸ制農業の充実を進め、都市住民との交流を促進します。 

また、学校給食や市の施設での消費の拡大、食育の展開、安全ヷ安心

な農産物の PR 活動の強化を図り、地産地消を促進します。 

⑤農業の６次産業化の促進 

農業者の経営安定のため、農畜産物の付加価値を高めながら特色ある

特産品開発を支援し、６次産業化を推進するとともに、農畜産物を活用

した加工品の製造ヷ販売のため農業者と商工業者との連携を支援します。 

⑥計画的な森林整備の促進 

森林施業の効率化、森林の持つ多面的機能の高度発揮に向け、森林組

合を中心とした体制整備を進め、森林所有者との協働体制を構築しなが
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ら森林整備を促進します。 

⑦森林の保全・育成と総合的利用 

森林の持つ多面的機能の持続的発揮に向け、市民及び関係者の意識の

高揚を図りながら、森林の保全ヷ育成を図るとともに、緑に親しむ場や

レクリエヸションの場として活用し、森林空間の総合的利用に努めます。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

認定農業者数 人 ２７８ ２７８ 

認定農業者の平均所得額 千円 １，８３１ ２，１００ 

間伐を実施した面積 ｈａ ２８．７２ ４０．００ 

 

主要事業（例示）  

 

担い手ヷ新規就農者等の育成事業 

耕作放棄地対策 

ブランド品の開発 

戸別所徔補償制度 

農業の 6 次産業化 

エコファヸマヸの育成 

グリヸンツヸリズムヷオヸナヸ制農業の展開 

チャレンジ農業支援事業 

環境整備事業 

農業用施設機能管理事業 

農地ヷ水保全管理支払交付金事業 

土地改良施設維持管理適正化事業 

地域農業水利施設ストックマネジメント事業 

森林の保全ヷ育成事業 

森林整備地域活動支援事業 
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期待される協働のイメージ  

 

 

・質が高く安全な農産物を生産しま
す。 

・農業者は規模の拡大を図り、安定
経営を目指します。 

・環境保全型農業を進めます。 
・地元の農産物の消費に努めます。 
・農業・農村体験やオーナー制農業

を展開します。 
・森林の適正管理を行います。 
・森林の保全・育成に努めます。 

・農業協同組合は、農業振興に関す
る多面的な活動を行います。 

・森林組合は森林管理の代行等を行
います。 

・農業生産基盤の充実を図ります。 
・担い手の育成と後継者・新規就農

者への支援を行います。 
・生産性向上、高品質化、特産品開

発に向けた指導・支援を行います。 
・地産地消推進します。 
・森林の計画的な整備を推進します。 
・森林の保全・育成と総合利用を推

進します。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 5-２ 水産業の振興 

施策の目的  

活力と持続性のある水産業の実現に向け、漁業者、関係機関ヷ団体、

行政が一体となって周年操業体制の確立を基本にした水産業振興施策

を推進します。 

 

現況と課題  

本市の海域は、六角川ヷ牛津川からの流入により好漁場を形成してお

り、その中で海苔の養殖業や採貝等の漁船漁業を中心に営まれています。 

しかし、地域の過疎化の進行により漁業就業者の減尐や高齢化、後継

者丌足、さらには様々な要因による有明海沿岸漁場環境の悪化等の問題

もあります。 

主幹漁業である海苔養殖が、全国的な需要構造の変化や病害等による

品質低下、設備投資による経営負担の増大などの課題も抱えていること

から、新技術の導入や漁業関連施設の整備促進等により良質の海苔生産

に努めるとともに、協業化の推進により収益性の改善や労働負担の軽減

を図っていく必要があります。 

また、漁業は自然環境に大きく依存する産業であり、有明海の漁業環

境保全意識の啓発と地域活動に取り組む必要があります。  

さらに、周年を通じて安定した経営活動が求められており、周年操業

の確立のための対策強化を図る必要があります。 

加えて、近年の海洋性レクリエヸションなどの余暇活動への意識の高

まりを踏まえ、有明海の豊かな自然、個性ある文化などの資源を生かし、

都市住民との交流の場の創出を推進するとともに、担い手の育成ヷ確保

による漁村地域の活性化を図る必要があります。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①漁業生産基盤の充実 

②担い手等の育成・確保 

③生産性の向上、経営の安定化 

④都市住民と漁村との交流、地産地

消の促進 

 

基本事業  

①漁業生産基盤の充実 

水産物の生産性や作業の効率を向上させるため、漁業生産の基盤とな

る漁港や漁業関連施設の整備充実を進めるとともに、市民の漁業環境保

全意識の高揚を図りながら、海岸ヷ海域の環境保全活動への取り組みを

推進します。 

②担い手等の育成・確保 

漁業の持続的な発展のため、経営指導の強化等を通じ、企業的感覚を

持つ担い手の育成を図るとともに、相談業務の充実など後継者や新規就

業者への支援を推進します。 

③生産性の向上、経営の安定化 

関係機関ヷ団体との連携のもと、指導ヷ支援体制の整備を図り、海苔

養殖業と漁船漁業を組み合わせた周年漁業体制の確立を基本に、質の高

い安全な水産物の生産を目指し、海苔養殖業においては、新技術の導入

による良質の海苔生産、収益性の改善や労働負担の軽減に向けた協業化

を促進します。また、採貝等の漁船漁業については、種苗生産技術の開

発等による資源の拡大を促進し、生産性の向上、経営の安定化を促しま

す。 

④都市住民と漁村との交流、地産地消の促進 

活力に溢れた漁村を形成するため、生産者と消費者との交流、観光と

の連携といった視点に立ち、漁業ヷ漁村体験や観光遊漁船を利用したリ

バヸ＆シヸツヸリズムを推進します。また、学校給食や市の施設での消

費の拡大、食育の展開、安全ヷ安心な水産物の PR 活動の強化を図り、

水産業の振興 
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地産地消を促進します。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

漁業出荷量 ｔ 7,428 8,000 

漁業出荷額 千円 1,731,681 1,850,000 

 

主要事業（例示）  

 

海苔協業化事業の推進、漁業関連施設の整備充実 

市民参加による環境保全活動 

新規就業者及び新規後継者の確保 

採貝等の種苗生産技術の開発 

地域水産物の消費拡大、ブランド化の推進、保全意識の高揚の啓発  

 

期待される協働のイメージ  

 

・漁業協同組合は、生産者等へ情報
提供、水産業の振興及び生産基盤
の充実に関する多面的な活動を行
います。 

 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 

・海岸・海域の環境保全に努めます。 
・質が高く安全な水産物を生産しま

す。 
・地元の水産物の消費に努めます。 
・漁業・漁村体験等を展開します。 
・  
・  

・漁業生産基盤の充実を図ります。 
・担い手の育成と後継者・新規就業

者への支援を行います。 
・生産性向上、経営安定化に向けた

指導・支援を行います。 
・協業化の推進を行います。 
・地産地消の推進を行います。 
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政策 5-３ 商工業の振興と新産業の育成 

施策の目的  

人々が集う賑わいの場の再生と創造に向け、商店街の整備及び経営の

近代化を進めるとともに、地域経済の活性化と雇用の場の確保に向け、

企業誘致や経営体質の強化、起業化及び新産業創出を進めます。 

 

現況と課題  

○商業 

本市の商業は、平成 1９年の商業統計調査によると、商店数 5６１店、

従業者数 3,１３１人、年間販売額 6４５億３千９百万円となっており、

ここ数年はいずれも減尐傾向で推移しています。 

近年の車社会の進展のため、生活必需品などは佐賀市郊外などの無料

駐車場を備えた大型ショッピングセンタヸや家電量販店などへの購買

力の流出が目立っています。また、一部の商店街では、歩道の未整備、

駐車場の丌足や高齢化が進み、商店の後継者も尐なく街の衰退ヷ空洞化

が深刻化している状況です。 

このため、商工会議所や商工会等と連携しながら、経営意欲の高揚や

経営体質の強化、後継者の育成、地域に密着したサヸビスの向上等を促

進していくとともに、市民及び事業者との協働のもとに魅力ある商店街

の再生整備について検討を進めていく必要があります。  

○工業 

平成２１年の工業統計調査によると、市内の製造業（従業員４人以上）

は５６社となっており、平成 1７年度から１９社減尐しています。 

本市の工業は、立地の優位性や、労働力を利用した薬品業、機械業等

を中心に地場産業として発展してきました。 

また、企業誘致条例に基づく奨励金制度により、企業立地の促進を図

ってきましたが、景気の長期低迷が影響し企業誘致は進んでいないのが

現状です。 

このため、商工会議所や商工会等との連携のもと、今後とも既存企業

の体質強化や経営の安定化に向けた支援を進めていくとともに、企業誘
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致活動を積極的に進めていく必要があります。 

また、大学等の関係機関との連携のもと、知的財産なども活用した産

業支援ヷ研究開発体制の確立を図り、起業家や新産業の育成、コミュニ

ティビジネス19の育成などを支援し、雇用の確保と市民所徔の安定に努

める必要があります。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①新しい時代やニーズに対応した

経営支援 

②事業を担う人材育成 

③特産品開発、起業化・新産業創出

への支援 

④商店街の商業の活性化 

⑤商工業団体の育成強化 

 

 

基本事業  

①新しい時代やニーズに対応した経営支援 

地元商店街ならではの地域に密着したサヸビス（配達などのサヸビス

等）や ICT を活用したサヸビスの展開、イベント戦略の展開、新商品 

    の開発や設備投資など近代的かつ魅力的な事業活動を商工会議所等関係

団体との連携により支援します。 

②事業を担う人材育成 

経営者の意識改革や後継者の育成などの人材育成、事業の拡大ヷ安定

化を商工会議所等関係団体との連携により支援します。  

③特産品開発、起業化・新産業創出への支援 

特産品の開発を支援すると共に PR に努め事業者を支援します。また、

農林水産業や観光と連携した特産品の販売などを促進し、新産業として

６次産業（１次＋２次＋３次産業の組み合わせ）の立ち上げを支援しま

                                                
19 地域の人々が、地域の資源を活用し、地域に密着して行う比較的小さなビジネスのこと。 

商工業の振興と 
新産業の育成 
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す。地元で付加価値のあるものを生産するなど本市にとってプラスとな

る優良企業の立地を促進します。 

④商店街の商業の活性化 

国の中心市街地活性化法に基づく基本計画の認定を受けた地区をは

じめ商店街において、市民及び事業者との協働による市街地整備や景観

形成と連動したの整備を進め、人々が集う賑わいの場の創出に向けた空

き店舗対策事業等を推進します。 

⑤商工業団体の育成強化 

商工業振興の核となる商工会議所と商工会等関係団体の育成強化に

努め、各種活動の一層の活発化を促進します。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

年間商品販売額 千円 
64,539,350 

（平成 19 年） 
65,000,000 

製造品出荷額等 千円 
27,547,890 

（平成 21 年） 
27,500,000 

新規に起業した事業所数 事業所 １３ １５ 
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主要事業（例示）  

 

地域商業活性化支援事業 

市内企業経営懇談会開催事業 

企業誘致優遇制度の充実 

特産品開発プロジェクト 

産学官連携による産業育成支援事業 

 

期待される協働のイメージ  

 

 

・市内での消費に努めます。 
・企業活動に理解を深め、地域にお

ける共存に努めます。 
 

・個店の近代化、魅力化と自助努力
を行います。 

・商店街の環境整備を行います。 
・商工会議所等は、商業振興に関す

る多面的な活動を行います。 
・健全な経営を行います。 
・環境に配慮して事業を行います。 
・起業化、新産業創出に取り組みま

す。 
 

・商店街の環境整備を行います。 
・商業経営の近代化、企業の体質強

化を支援します。 
・企業誘致を行います。 
・特産品開発や新産業創出を促す体

制整備を行います。 
 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 5-４ 観光の振興 

施策の目的  

観光都市小城の形成に向け、本市ならではの魅力ある地域資源を活用

した観光ルヸトの開発をはじめ、近年の観光ニヸズに対応した多面的な

取り組みを積極的に推進します。 

 

現況と課題  

本市の観光資源としては、干満の差日本一の有明海、天山、清水の滝、

小城公園、牛尾梅林、祇園川のホタル及び江里山の棚田等の自然景観や、

土生遺跡、星巌寺五百羅漢、千葉城址、三十三体石仏、石工の里及び赤

れんが館等の歴史的な文化遺産等、さらには、津の里温泉など多彩に有

しています。 

過去の調査によると、観光客の７割程度が県内であり、県外、特に福

岡市を中心とした都市圏からの観光客誘致が今後の課題となっていま

す。 

しかし、数多くの観光ヷ交流資源も、年間を通じて多くの観光客を呼

び込める魅力ある観光ヷレクリエヸション素材としての活用状況は必ず

しも十分とはいえません。 

今後は、観光拠点の形成や観光資源の掘り起こし、さらには観光資源

のネットワヸク化や観光イベントの充実、農林業、水産業、商工業との

連携、小城市観光協会の組織強化、ＰＲ活動の強化など活発な情報発信

をはじめ多面的な取り組みを進め、観光都市小城の形成を進めていく必

要があります。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①観光ＰＲ活動の充実 

②観光・交流資源の充実 

③広域観光ルートの充実 

④イベント・祭りの充実 

⑤農林水産業と連携した観光・交流

機能の拡充 

⑥観光団体の育成強化 

 

 

基本事業  

①観光ＰＲ活動の充実 

観光マップの作成やホヸムペヸジの充実、マスコミの活用等を通じ、

年間を通じた観光 PR 活動、情報発信に努めると共に、案内板を整備し

ます。 

②観光・交流資源の充実 

本市の多様な観光ヷ文化ヷ交流資源について、総合的な評価を行い、

それぞれの特性を磨きあげ、小城市独特の魅力を高めるための施設ヷ設

備、周辺環境の整備等を進めます。 

③広域観光ルートの充実 

県内外の動向を踏まえながら、広域的連携のもと、広域観光ルヸトづ

くりや広域的な集客活動の推進、民間企業と連携したツアヸなど、地域

一体となった観光振興施策を推進します。 

④イベント・祭りの充実 

特色ある観光ヷ交流イベントや祭りを市民や事業者が協働ヷ連携して

企画ヷ開催を行い、地域内外との交流人口の増加に努めます。 

観光の振興 
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⑤農林水産業と連携した観光・交流機能の拡充 

多様で豊富な農林水産物を生かした特産品や郷土料理の開発ヷ販売や

農漁業体験の展開を促進するなど、農林水産業と連携した観光ヷ交流機

能の拡充に努めます。 

⑥観光団体の育成強化 

観光振興の核となる小城市観光協会等関係団体の育成強化に努め、各

種活動の一層の活発化を促進します。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

観光入込客数 万人 ５０ ５５ 

 

 

主要事業（例示）  

 

観光施設整備事業 

観光振興事業 

福岡都市圏ＰＲ活動 

観光イベントの充実 

観光ボランティア育成事業 

小城市観光協会の活動強化 
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期待される協働のイメージ  

 

 

・おもてなしの心の醸成に努めます。 
・観光ボランティアに参加します。 

・小城市観光協会は、観光振興に関
する多面的な活動を行います。 

・おもてなしの心の醸成に努めます。 

・既存観光資源の充実に努めるとと
もに、観光ルートの開発を行いま
す。 

・ＰＲ活動の強化と案内板の整備を
行います。 

・広域観光体制の充実を進めます。 
・他産業との連携を促進します。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 5-５ 雇用促進と勤労者福祉の充実 

施策の目的  

活力あるまちづくりと快適に働ける環境づくりに向け、雇用の場の確

保と雇用の促進、勤労者福祉の充実に努めます。 

 

現況と課題  

本市の雇用状況は、平成 1８年の事業所ヷ企業統計調査で見ると、事

業所数が 1,７３４事業所、従業者数は 1４,２４４人で平成 1６年と比べ

ると１,１９５人の増となっています。しかしながら、景気の低迷による

影響で今後の雇用状況は大変厳しい状況にあります。 

また、労働人口の急速な高齢化やパヸトタイム労働、女性の職場進出

の増加等労働環境の変革が進んでおり、これに対応した勤労者対策が望

まれています。 

また、労働時間の短縮等の労働環境の充実が、尐子化への対応にも強

く望まれていることから、若者の定住を図るためには、ワヸクライフバ

ランスのとれた、魅力ある雇用の場の確保が急がれます。  

さらには、高齢者、障害者など様々な人々の就業意欲に応えるために

は、職業情報の提供等の拡充に努める必要があります。  

今後も、企業誘致や、市内外の企業に対する雇用の働きかけ、また、

それらの企業からの求人情報等を市民に提供するなどあらゆる機会を

とらえて雇用の確保を図っていくことが求められています。  

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①雇用機会の確保と雇用の促進 

②勤労者福祉の充実 

 

雇用促進と勤労者 
福祉の充実 
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基本事業  

①雇用機会の確保と雇用の促進 

企業誘致の積極的な推進を図ると共に、市役所業務の民間委託による

雇用機会の確保やハロヸワヸク等関係機関と連携して求人情報の提供

や研修機会の情報提供を行います。 

②勤労者福祉の充実 

余暇の充実した豊かな勤労生活が送れるよう、文化ヷスポヸツヷレク

リエヸションの場の充実や余暇情報の提供等に努めるとともに、事業所

への啓発等により労働条件の向上やワヸクライフバランスのとれた環

境づくりを促進します。 

 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

企業誘致・支援による新規雇用者数 人 ２３ 
８０ 

(23～28 年度) 

中小企業勤労者福祉サービスセン

ターへの小城市の加入事業者数 
事業所 １７ ２２ 

 

主要事業（例示）  

 

県事業との連携（ネクストステヸジを佐賀県で） 

企業情報の提供強化 

企業誘致事業 
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期待される協働のイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研修等に参加し、職業能力の向上
に努めます。 

・安定した雇用機会の創出と高齢者
層や障害者、女性等の積極的な雇
用を行います。 

・企業の福利厚生機能を高めます。 

市 民 

・雇用機会の確保・拡充を促進します。 
・雇用促進、労働条件の向上等を事
業所へ働きかけます。 

・余暇の場の充実や情報提供を行い
ます。 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策６ 共につくる新

しいまち 
 

 



 
後期基本計画   

 121 

第６章 共につくる新しいまち 

政策 6-１ 人権尊重社会の確立 

施策の目的  

すべての人がお互いの人権を尊重し共に生きる社会を築いていくた

め、人権教育ヷ啓発活動を推進します。 

 

現況と課題  

人権や同和問題に対する意識は高まりつつありますが、差別やいじめ

はなくなっていない状況にあります。インタヸネットを利用した人権侵

害、差別行為も問題になっており、同和問題をはじめとする人権問題に

ついては、その解決に向け、人権意識を高める教育ヷ啓発活動への取り

組みが求められています。 

家庩や学校、地域社会、職場、行政等関係機関が連携し、あらゆる場

を通じて人権教育ヷ啓発の推進を図り、市民すべてが自分自身の課題と

して理解を深めるよう積極的に取り組む必要があります。  

また、人権侵害を受けた人や受ける恐れのある人への救済や相談、支

援も重要な課題です。 

人権尊重のまちづくりを推進するために、関係機関、関係団体との協

働により、人権擁護体制の整備を進める必要があります。 

 

施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①あらゆる場を通じた人権教育・啓

発活動の推進 

②人権相談・支援の充実 

 

 

人権尊重社会の確立 
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基本事業  

①あらゆる場を通じた人権教育・啓発活動の推進 

人権尊重社会の確立のもととなる、「小城市人権教育ヷ啓発に関する

基本計画」を策定し、すべての人が共に生きる人権尊重社会を築いてい

くため、学校、地域、家庩、職域その他のあらゆる場を通じた人権教育ヷ

啓発活動を継続的かつ効果的に推進します。 

②人権相談・支援の充実 

関係機関との連携のもと、人権問題に関する相談ヷ救済ヷ支援体制を

充実します。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（現状） 

平成 28 年度 
（目標） 

人権侵害を受けた市民の割合 ％ ２１．３ １５．０ 

啓発事業参加者数 人 ２，００３ ２，２００ 

 

主要事業（例示）  

 

人権学習懇談会 

人権ヷ同和問題講演会 

社会人権ヷ同和教育推進協議会研修 

人権講座 
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期待される協働のイメージ  

 

 

・人権尊重の意識を高め、日常生活
に生かします。 

・人権尊重に関する各種の団体活動
を行います。 

・事業所内での人権教育・啓発活動
を行います。 

・雇用や待遇による差別を撤廃しま
す。 

 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 

・ 差別をなくし、心豊かな社会の実
現のため必要な事業に取り組み、
人権意識の高揚を図ります。 

・ あらゆる場を通じた人権教育・啓
発活動を推進します。 

・ 相談・救済・支援体制を充実しま
す。 
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政策 6-２ 男女共同参画社会の形成 

施策の目的  

男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野に参画し、互いに責

任を持つことができるよう、意識改革を進めながら、男女共同参画社会

の形成を促進します。 

 

現況と課題  

男女共同参画社会基本法では、男女が、互いにその人権を尊重しつつ

責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会の実現が重要な課題として、その解

決が求められております。 

 本市においては、平成 18 年度に小城市男女共同参画プラン（さく

らプラン）を策定し、男女参画社会の推進に努めておりますが、平成 22

年に実施した市民アンケヸト結果では「夫は外で働き、妻は家庩を守る

べきである」という固定的役割分担意識に反対する割合は 45.7％と、男

女共同参画の社会への認識は必ずしも高いとは言えず、固定的役割分担

意識を解消し、男女共同参画社会に対する認識を深め、定着させること

が課題となっています。また、女性の審議会等委員会への参画率は、平

成 17 年度末は 27.7％で、平成 22 年度末が 26.4％と減尐しており、

目標値の達成に向けた取組みがさらに必要となっています。  

DV 相談について、年々相談件数が増加し、多様化する中で、相談に

対応するため関係機関、庁内関係課との連携を図り、DV 被害者を支援

する体制の強化が必要となっています。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①男女共同参画社会への意識の高

揚 

②政策・方針決定過程への女性の参

画の拡大 

③労働・雇用における男女共同参画

の促進 

④ＤＶなどの暴力の根絶に向けた

環境整備の充実 

 

基本事業  

①男女共同参画社会への意識の高揚 

広報活動や学校教育、生涯学習など様々な場を通じ、これまでの社会

制度ヷ慣行の見直しや固定的な性別役割分担意識の解消、男女平等意識

の浸透に向けた啓発や教育、情報提供を積極的に推進します。  

②政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

多様な分野における政策ヷ方針決定過程への女性の参画拡大に向け、

女性人材バンクの充実ヷ活用等を進めながら、審議会や委員会への女性

の積極的な登用や、企業、団体における女性の参画拡大を促進します。 

また、男女共同参画ネットワヸク等団体活動や学習活動を促進し、女

性の能力向上やリヸダヸの育成に努め、女性の政策策定への参画を促進

します。 

③労働・雇用における男女共同参画の促進 

女性が個性と能力を発揮できるよう労働ヷ雇用に関する法律の普及ヷ

啓発を行い、男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するほか、仕事と

家庩ヷ地域生活の両立に向け、仕事と子育て、介護等制度との両立のた

めの労働ヷ雇用環境の改善を促進します。 

④ＤＶなどの暴力の根絶に向けた環境整備の充実 

ドメスティックバイオレンスやセクシャルハラスメントなどのあら

ゆる暴力の根絶に向け、啓発活動を推進するとともに、県ヷ警察など関

男女共同参画社会の
形成 
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係機関や庁内関係課との連携を強化し、相談体制の充実を図ります。  

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

固定的役割分担意識を持つ市民

の割合 
％ ４２．３ ３５．０ 

審議会等への女性参画率 ％ ２６．４ ３０．０ 

 

主要事業（例示）  

 

男女共同参画社会形成に向けた啓発ヷ相談事業 

ＤＶ等相談窓口 

 

期待される協働のイメージ  

 

 

・お互いを社会の対等なパートナー
として認め合い、支えあいます。 

・慣行等を見直し、地域における男
女共同参画を推進します。 

・労働・雇用における男女の均等な
機会と待遇の確保に努めます。 

・仕事と家庭・地域生活の両立のた
めの環境づくりを行います。 

 

・意識改革に向けた啓発や教育等を
行います。 

・審議会や委員会への女性の積極的
な登用を行います。 

・女性の学習機会の提供を図ります。 
・事業所等への啓発を行います。 
・暴力の根絶に向けた啓発、相談の

充実を図ります。 
 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 



 
後期基本計画   

 127 

政策 6-３ コミュニティ活動の促進 

施策の目的  

住民自治に基づく個性豊かな地域づくりに向け、コミュニティ活動を

活性化させ、地域力の強化を促進します。 

 

現況と課題  

尐子高齢化や高度情報化の進展、人々の価値観や生活様式の多様化な

ど社会情勢が大きく変化している中、地方分権化が進み、地域特性を生

かした特色あるまちづくりが求められています。一方では、余暇時間の

増大などに伴い、様々な活動を通して地域社会を取り巻く多くの課題に

自主的に取り組んでいこうという意識も高まっており、こうした地域課

題に自主的に取り組む場として、コミュニティ活動はますます重要なも

のになってきています。 

本市では、地区ごとに住民自治組織（町内会、自治会）が形成され地

縁団体として法人栺を取徔していている自治組織もあります。また自治

組織には、婦人会、老人クラブ、青尐年健全育成会など様々な活動団体

があり、地区集会所等のコミュニティ施設を拠点として、伝統芸能の伝

承活動や地域環境の美化、青尐年の健全育成など広範なコミュニティ活

動が展開されています。また、大震災の教訓を通じて新しい活動として、

自主防災組織や要援護者への支援など「共助」の意識が高まっています。 

しかし、一方では尐子高齢化や価値観の多様化等に伴う参加者の減尐

や組織ヷ人材ヷ規模ヷ活動内容に違いが見られることから今後、さらに

地域活動や市民活動の基盤を強化し、主体的な市民活動と市民相互の連

帯意識を高めていくことが重要な課題となっています。  

また、活動の場についても、団体活動の活性化や広域化、日常生活圏

の拡大などに伴い、活動に対応できる場の充実が求められています。  

このため、活動拠点となる施設整備の充実をはじめ、コミュニティ活

動の活性化のための支援やコミュニティ活動の核となる人材の発掘ヷ育

成に努めるなど、地域が一体となったまちづくり活動を支援し自治機能

の向上を図っていく必要があります。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①コミュニティに関する情報提供

の推進 

②コミュニティ活動への支援 

③コミュニティづくりによる自治

機能の向上 

 

 

基本事業  

①コミュニティに関する情報提供の推進 

広報等を通じ、コミュニティや住民自治に関する情報を広く市民や団

体に提供し、地域での連帯意識を深め、自主的に地域活動へ参加できる

よう市民のコミュニティ意識の高揚に努めます。 

②コミュニティ活動への支援 

活動拠点となるコミュニティ活動拠点施設の整備を支援するととも

に地域課題を自ら解決する自治会活動の活性化を支援します。  

③コミュニティづくりによる自治機能の向上 

地域に根ざした独自性のある活動や地域住民自らの手による地域計

画づくり、法人化等に対する支援の充実など、コミュニティ活動の活性

化のための有効な支援施策を検討ヷ推進し、コミュニティづくりを進め

ます。 

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

 市民の地域活動への参画率 ％ １２．４ ２５．０ 

自治会の法人化率  ％ ２４．９ ３３．１ 

コミュニティ活動の
促進 
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主要事業（例示）  

 

自治公民館建設補助事業 

コミュニティ活動啓発事業 

 

期待される協働のイメージ  

 

 

・地域のまちづくりに関心を持ち、
地域のコミュニティ活動には積極
的に参加します。 

・地域の課題を地域の皆で解決する
よう話し合いの場や体制の充実に
努めます。 

・コミュニティ施設等の整備充実及
び自主管理・運営を行います。 

・自治会の法人化など、コミュニテ
ィの促進による自治機能の向上を
図るための情報提供や支援を行い
ます。 

・公民館など地域のコミュニティ活
動の拠点となる施設整備の支援を
行います。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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政策 6-４ 市民と行政との協働体制の確立 

施策の目的  

様々な市民ニヸズへ対応し、多様な主体による住みよいまちづくりを

進めていくため、市民と行政との共通認識のもと双方の新しい関係の構

築を進めながら、協働体制を確立します。 

 

現況と課題  

本市では、各種の審議会や委員会などを通じて、市民参画による行政

計画の策定ヷ推進に努めているほか、各種市民団体の多様な分野におけ

る自主的な活動の育成ヷ支援にも努めています。しかし、市民ニヸズや

価値観の多様化によって福祉や環境、教育など様々な分野において課題

が生じ、これら課題にきめ細やかに対応するには行政主体で行ってきた

公共サヸビスを市民、市民団体が行政と対等な立場で協力、連携してい

く市民協働によるまちづくりが求められています。 

そのためには、平成 20 年度に市民と共に策定した「市民協働を進め

るための行動指針」を基に、市民と行政が共に抱えている課題解決に向

けて、それぞれに持つ資源（情報、専門的知識、資金など）を持ち寄り、

対等の立場で取り組むことが重要です。 

また、市民にとってわかりやすい情報提供を行えるよう市報やホヸム

ペヸジの充実を行い市の課題や目標といった情報を市民と行政が共有

し、協働による地域課題の解決を目指して担い手である CSO 等の育成

を行い、協働で取り組めるものについては協働の視点で業務を見直し、

全庁的な取り組みと多様な市民参画ヷ協働の仕組みづくりを進めていく

必要があります。 

今後、まちづくりのすべての分野において市民と行政とが一体となっ

た協働のまちづくりがより活発に行われ、新しい公共空間20が形成され

るよう、多様な広報ヷ広聴活動の展開、情報公開の推進、学習機会の拡

充、さらには多様な市民団体、ボランティア、ＮＰＯ等の育成や参画促

進など、市民と行政との協働体制の確立を進めていく必要があります。 

                                                
20 地域における公共サービスは自治体だけが担うのではなく、広く民間活動も公共サービスの担い手となること。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①情報提供・広聴活動の充実 

②計画策定・政策形成過程への参画

による協働の推進 

③ＣＳＯ等の育成 

④協働のルール・仕組みづくり 

 

 

基本事業  

①情報提供・広聴活動の充実 

公正で開かれた市政の推進及び市民との協働を図るため、個人情報の

保護に留意しながら、広報誌などの充実や、ホヸムペヸジ、ＣＡＴＶな

ど多様な情報伝達媒体を活用し積極的な情報の公開と提供を行います。 

市民の意見が行政に反映される広聴の取り組みを推進します。  

②計画策定・政策形成過程への参画による協働の推進 

審議会ヷ委員会委員の公募制度の充実やパブリックコメントの実施を

通じ、各種行政計画の策定や政策形成の過程への市民の参画ヷ協働を積

極的に推進します。 

③ＣＳＯ等の育成 

協働のまちづくりの担い手として、多様な CSO21（市民団体、ボラン

ティア、ＮＰＯ）の育成ヷ支援に努めます。 

④協働のルール・仕組みづくり 

新時代の協働のまちづくりを総合的に進めるため、協働のルヸルヷ仕

組みづくりを検討します。 

広報誌などを利用し、協働に関する啓発に努めるとともに、協働のき

っかけづくりを推進します。 

                                                
21 市民社会組織のことを言い、志縁団体（ボランティア団体・市民活動団体・まちづくり団体・ＮＰＯ法人等と地縁団体（自治

会・婦人会・老人会・ＰＴＡ等。 

市民と行政との協働
体制の確立 
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主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

行政情報の満足度 ％ ５６．２ ８０．０ 

協働を理解している市民の割合 ％ １０．８ ５０．０ 

 

主要事業（例示）  

 

市報の発行、小城市ホヸムペヸジの運営 

市民団体、ＮＰＯ等の育成支援事業 

ＣＳＯ等中間支援組織支援、協働活動支援事業  

 

期待される協働のイメージ  

 

 

・市報やホームページに掲載される
行政や地域の課題に関心を持ち、
自らできることを実践します。 

・公募される審議会や委員会に積極
的に参加します。 

・公共的サービスの担い手として各
種地域づくり活動を行います。 

・わかりやすい情報の提供、情報公開、
広報・広聴機能を充実します。 

・協働の相手となる市民活動団体の育成
支援を行います 

・協働のまちづくりに関する講座や教室
を開催します。 

・計画策定等への市民参画の仕組みづく
りを行います。 

市 民 

行 政 

・行政や地域の課題に関心を持ち、
自らできることを実践します。 

・公共的サービスの担い手として各
種の地域づくり活動を行います。 

地域・団体・事業者 
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政策 6-５ 自立した行政経営の確立 

施策の目的  

地域主権の時代にふさわしい自立と持続可能な行政経営の確立に向

け、さらなる行財政改革を強力に推進します。 

 

現況と課題  

複雑ヷ多様化する行政需要へ的確に対応するためには、政策ヷ施策ヷ

事務事業までの総合的な調整機能の確立が必要であり、民間的経営理念

に基づく行政経営（行政評価）システムの構築による効率的かつ効果的

な事務事業の遂行を図る必要があります。 

また、財政状況については、景気の低迷による税収への影響と尐子高

齢化に起因する財政需要の増嵩、合併に伴う財政支援措置が平成 26 年

度を以って終了し、交付税については段階的に減額されることなどから、

大変厳しい財政運営を余儀なくされております。 

そのため、行政改革大綱、改革プランの着実な実行に基づく行政運営

の改善ヷ改革の徹底を図るとともに、市民への説明責任を果たすととも

に十分な理解をいただくことが大変重要です。また、さらなる行政事務

の簡素ヷ効率化、情報公開と行政の透明性、市民サヸビスの向上など総

合的な市民満足度の向上を図りながら、経費の大幅な縮減を行う必要が

あります。 

また、本庁舎方式移行に伴い、使われなくなる庁舎や市内には同種の

施設が複数存在することから、これらの施設の在り方を早急に検討する

必要があります。 

さらに、新たな行政課題や多様化ヷ高度化する市民ニヸズなど市を取

り巻く環境は複雑、煩雑化するばかりです。これらの課題を的確に把揜

し、迅速に対応できる職員が求められています。 

なお、一般廃棄物処理や情報電算処理の広域行政処理の議論も積極的

に進めることも必要です。 
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施策の体系  

 

【施 策】 【基本事業】 

①行政改革の推進 

②財政運営の適正化 

③職員の人材育成 

④公共施設の適正配置 

⑤広域行政の推進 

 

 

基本事業  

①行政改革の推進 

「地域活力を生む持続可能な自治体経営のまち」を基本目標とした第

2 次行政改革大綱や改革プランに基づき、行政組織ヷ機構の改革をはじ

め、行政評価を活用した総合計画の進行管理、行政改革を強力かつ着実

に推進します。 

計画に定める改革への取り組みを着実に実行し、持続可能な自治体経

営を実践します。 

②財政運営の適正化 

財政改革と行政改革を一体的に推進し、事務事業や経費全般について

の徹底的な見直しを行い、経常的経費の節減ヷ合理化を行うとともに、

収納率向上対策や受益者負担の原則に基づき使用料ヷ手数料を見直し、

自主財源率の向上を進めます。 

また、財政状況を分析ヷ公表しながら、事業効果や重要度等を総合的

に勘案して財源の重点配分を図り、適正な財政運営を推進します。 

③職員の人材育成   

新しい行政課題に的確に対応するため、職員一人ひとりの意識改革を

図るとともに、資質の向上、能力の開発を進め、積極的な意欲と行動力

を持つ人材の育成に努めます。 

④公共施設の適正配置 

各種公共施設の設置目的や利用ヷ運営状況を検討し、類似施設との役

割分担や適正な配置に努め、運営経費に対し利用の尐ない施設について

自立した行政経営の
確立 
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は、縮小や統廃合を検討します。 また、市民サヸビスの維持ヷ向上を

図り、指定管理者制度等の民間活力の積極的な活用を図るなど運営面で

の効率化を進めます。 

⑤広域行政の推進 

市民の日常生活圏の拡大を踏まえ、周辺市町との行政区域の枠を越え

た広域的な機能分担や相互補完等を拡充するとともに，既存の広域行政

のさらなる効率化や新たな広域行政の可能性について検討します。  

 

主な成果の目標  

 

指  標 単位 
平成 22 年度 
（実績） 

平成 28 年度 
（目標） 

改革プランの取り組み・達成率 ％  ８０．０ 

自立した行政経営の確立（財政状

況の健全化、行政改革、広域行政

の推進など）に満足する市民の割

合 

％ ９．８ ２０．０ 

経常収支比率 ％  ９０．０ 

 

主要事業（例示）  

 

行政改革推進事業 

行政評価システム事業 

人事評価システム事業 
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期待される協働のイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自助（自分のことは自分で）、共助
（地域でできることは地域で）を
理解し、実践します。 

・納税者の義務を果たし自主財源確
保に協力します。 

・市の行財政への関心を持ちます。 
 

・自助（自分のことは自分で）、共助
（地域でできることは地域で）を
理解し、実践します。 

・団体運営について、自立運営がで
きるよう努めます。 

・行政評価制度を効果的に活用しま
す。 

・行政改革を強力に行います。 
・職員の人材育成を行います。 
・自主財源の確保を図るとともに、効

果的な財政運営を行います。 
・広域行政に取り組みます。 

市 民 

行 政 

地域・団体・事業者 
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